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1 

Ⅰ 意見書実施の概要 

１ 意見書の目的 

   集会施設等の「利用者負担の見直し」について、令和元年１０月２３日から１１月１５日までに、計６回の市民意見交換会

を実施した他、当日参加できない方からも広くご意見をお寄せいただくために、実施しました。 

 

２ 意見書の実施状況 

 (1) 周知方法  令和元年９月２０日号の市報及び市ホームページ他、公民館運営審議会、公民館利用者懇談会等連絡協議会、

公民館１０分館等に対し説明をしました。 

 (2) 配布場所  意見書（紙）は、地域センター、公民館、東部市民センター、喜平・上宿図書館、小平元気村おがわ東、福

祉会館及び市役所本庁舎３階財政課の窓口に設置しました。また、市ホームページからもダウンロード可能

としました。 

          他にも、意見書（電子）を用意し、市ホームページから入力・送信可能としました。 

 (3) 提出方法  意見書（紙）は、地域センター、公民館、東部市民センター、喜平・上宿図書館、小平元気村おがわ東、福

祉会館及び市役所本庁舎３階財政課の窓口に置いてある意見箱に投函としました。 

          意見書（電子）は、市ホームページから入力・送信としました。 

 (4) 実施期間  令和元年９月２０日（金）から１１月２２日（金）まで 

 

３ 意見書の内容 

   市民意見交換会に参加できない方を対象としたため、市民意見交換会で市民意見交換する内容を基に項目を設定しました。

なお、記入の上では、市民意見交換会で使用した資料（集会施設等の「利用者負担の見直し」について～市民意見交換会 資料

～）を参考にしてもらう必要があることから、意見書と合わせて設置しました。 

 

４ 回収結果 

   ２６５人（地域センター：１４５人、公民館：７０人、財政課・市ホームページ：３５人、集会室他：１５人） 

 

 



Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

1
市ホーム
ページ

9月22日

実態把握可能、窓口
等の事務が混乱しな
いという視点は理解で
きます。ただ、公平性
という部分について、
人が集うということの
効果は、それだけで
「公共性が高い」こと
であり、公平という視
点で切りそろえること
はそぐわないのでは
ないでしょうか？

公共性の高い団体と
して、5つの視点が
上げられていること
は、各団体がそのよ
うな活動を目指すた
めには役に立つと思
います。

資料の中の仮定義
活動について、各
団体がそのような
活動を実施できる
ようにサポートする
ことも含めて検討し
てほしいと考えま
す。

資料の中で仮定義され
た「公共性の高い団体」
の想定に、ボランティア
センターへの登録やガ
イドブックへの掲載があ
りました。登録や掲載に
ついて、個人情報管理
は大丈夫なのでしょう
か？　こだいら人材の
森に登録したいと思って
調べましたが、個人の
連絡先が公表されるこ
とに懸念を持ち、まだ登
録していません。イン
ター市ホームページが
普及し、簡単に個人情
報が拡散してしまう時代
です。イベントや教室開
催、ボランティア活動を
していますが、団体代
表者個人の連絡先が拡
散する危険を考えると、
この状態で登録・掲載
の有無で整理すること
ができるのでしょうか。

公共施設は、単なる
サービスのために運営
されているわけではな
く、その施設を利用し
て、個々の市民同士が
繋がり、それによってま
ちが良くなる、公共性の
高いものです。目先の
公平感にとらわれて利
用者から料金を徴収す
るのではなく、むしろ利
用者を増やす試みが大
切であると考えます。利
用者を増やすために、
抽選予約システムが導
入されていることは評価
できますが、第二希望、
第三希望の入力もでき
るようになると使いやす
くなると思います。

今、人と人のつながりが重要だ
と言われています。例えば災害
が起きた時、そして日常の困り
ごとにも、顔見知りが互いに声
をかけあい、支えていく必要が
あります。公民館で人が集うこと
は、それ自体が「公共性が高
い」ことではないでしょうか？
集いの場を利用してもらうことが
まちづくりに役立ちます。公平、
不公平というような個人を対象
に考えるべきこと柄ではないと
思います。市民活動を推進する
視点から、広く利用しやすいよう
に、市民であれば無料で利用で
きるようにしていくことが重要だ
と考えています。

公民館　月２
回
地域センター
必要に応じて
時々

Ⅱ　意見書集計結果

１　意見書まとめ
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

2
地域セン
ター

10月3日

自治会活動（マンショ
ン管理組合含む）は、
公共性の高い団体に
該当しないと思いま
す。

子供達のための居
場所づくりや、ボラン
ティア活動は、公共
性の高い団体に該
当すると思います。

その考えで良いか
と思います。

その考えで良いかと思
います。

市が、5億8千万円の出
費を、いくらにしたいの
か、その点を明確にす
べきだと思います。全部
で○個の利用者団体が
いて、このうち有料化対
象は○個。○個×使用
料○円＝○億と考えて
ます、みたいな。

マンション内に打合せを行う場
所（部屋）がないマンションもあ
りますので、この点、考慮してい
ただけると大変助かります。た
だし、基本的に「利用者が負担
する」という原則で良いかと思い
ます。

地域センター
7回（単位不
明）

3
地域セン
ター

10月3日

高齢者の囲碁対局を
行っており、認知症対
策、老人の孤独死防
止にも貢献し、医療費
削減にもつながってお
り、ありがたく感じてお
ります。

認知症防止による医
療費削減効果も考
慮していただければ
と存じます。

趣味、娯楽の団体
は、公共性の高い
団体と左記の点で
大差はないと存じ
ます。

財政上の理由により有
料化となれば、老人に
とっては大きいので、是
非激変緩和措置を講じ
ていただきたい。

老人たちの生きる喜びを財政的
に支えるのが本来の行政で、こ
れまでやってこられた小平市に
敬意を表します。今後とも、この
ような観点に沿って行政を進め
ていただきたい。市税は、このよ
うな点も考慮して、有効活用して
いただきたい。

4
地域セン
ター

10月3日

地域センター卓球室利用も有料
にしてほしい（大人のみ）。ラ
ケット、球など無料で貸出しして
いるので、補充は市の税金。利
用している人はいつも決まって
いて、利用していない人と不公
平。他市からの人も利用してい
る。

公民館10回、
福祉会館12
回（それぞれ
単位不明）
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

5
地域セン
ター

10月3日

公共施設の維持管理費負担
は、市税負担の公平性から、利
用者負担は理解できます。た
だ、市民の集まりの場としてだ
れでもが利用しやすい金額とし
ては、参考コスト全額の支出は
厳しいかと思います。多少の減
額を希望します。

地域センター
月2回

6
地域セン
ター

10月3日

3つの視点で良い。 小さな活動でも、役
立っているものはた
くさんあります。結果
の見えにくい活動も
あります。

実績が上がらなくても、
活動を停止すべきでな
い団体もあると思いま
す。

活動をするには場所が必要で
すし、有料化はなるべく低料金
でお願いしたいです。

地域センター
月5回、公民
館年1～2回

7
地域セン
ター

10月3日

19ある施設を半分にし、9又は
10をこれまでどおり小平市が運
営し、あと半分は民間企業に委
託する。施設の老朽化を考え
て、安全で快適な施設として維
持していくには、小平市の予算
だけではかなり厳しいと思われ
る。

利用していな
い

8
地域セン
ター

10月3日

長年、地域センターを利用して
います。市の財政で維持してい
くのは大変だと思います。セン
ターの数を減らすなどして運用
をお願いします。

地域センター
月1～2回

4



Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

9
地域セン
ター

10月3日

施設の維持管理は、年間、多額
の市税が使われていることが理
解できました。その一部を減額
するためにも、利用者負担は当
然だと思います。

利用していな
い

10
地域セン
ター

10月3日

施設の維持費、人件費を抑える
ために施設を縮小させる。それ
により、これまでの使用料で継
続させる。

利用していな
い

11
地域セン
ター

10月3日

使用料の減額については、「公
共性の高い団体」と「趣味・娯楽
を目的とする団体」では減額に
大きな差があるようですが、窓
口での混乱を防止するには、一
律50％の減額にしたほうが良い
と思われます。

地域センター
月2回

12
地域セン
ター

10月3日

公平性と公正性の判
断は恣意的になる恐
れがあり、単に公共性
があることで良い。

団体の活動が地域
社会に貢献すること
を目指していればよ
い。

区分する必要はな
い。

反対である。 趣味、娯楽の団体の使
用料を有料にするのは
反対です。

有料化により高齢者の趣味、娯
楽活動が縮小し、生き生きした
生活が奪われ、引きこもりに道
を開くことになると危惧します。

地域センター
週2回

13
地域セン
ター

10月3日

趣味としての活動、目的での使
用も、市民サービスの一環とし
て無料にしてほしい。

地域センター
年6回

5



Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

14
地域セン
ター

10月3日

より良い市民としての活動、利
用ができるようにお願いいたし
ます。

15
地域セン
ター

10月3日
現状のままを希望します。

16
地域セン
ター

10月3日

地域の活動のため、
公平性と公正性が担
保できれば有料OK。

自治会等市の登録
を推進と合わせ、仮
定義でOK。

賛成です。市民へ
の公共サービスの
観点から、親睦的
な活動も許容され
る。

事前の登録で活動内容
の紹介を義務化。

地域センター
年6回

17
地域セン
ター

10月3日

自治会の幹事会で利用させて
いただいております。自治会
は、市の行政の補助組織でもあ
るので、自治会は免除か減額で
お願いします。

地域センター
年4～5回

18
地域セン
ター

10月3日

根本的に見直す。この先人口減
少を考えると施設の維持はたい
へん厳しいと思う。時代背景を
考慮し、将来を見据えて、公共
施設のあり方を一度全面的に
見直す。

利用していな
い

19
地域セン
ター

10月3日

人件費や設備等にかかる費用
は年々、高くなっていると思うの
で、今後は使用料をもらった方
が良いと思う。金額は500円位
を設定してみてはどうでしょう。

利用していな
い
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

20
地域セン
ター

10月3日

小平市の公共施設の発足当時
は使用料免除で始まった様です
が、これからの社会状況を考え
ると使用料の見直しは自然の流
れと思います。

利用していな
い

21
地域セン
ター

10月3日

現在「趣味の団体」で施設を利
用している者ですが、50％位の
減額で使用させていただければ
ありがたいと思います。

地域センター
月2回

22
地域セン
ター

10月3日

先ず、ほぼ全ての使
用料が免除となってい
る現状の中味が理解
していないので、細部
を市民に市報などで
知らせてほしい。従っ
て、①減額区分・・・の
意見を述べられない。

項１と同じで考えを
述べられない。

地域センターで意
見を述べているの
で、先ず、地域セン
ターの設置目的・目
標が解らないので
答えようがない。

項３と同じ。 縦割行政で運営されて
きた為、企画政策部が
横の役割で見直しをして
下さい。

先ず、はこ物が現状からして多
いと思います。また近くに施設
が偏っていると思う。有料化を
するとしたら市で毎年登録審査
を厳密にして下さい。

地域センター
週5回

23
地域セン
ター

10月3日

施設の維持にお金が
かかっているので、多
少の金額を負担する
ことは賛成です。

市民の自由の活動
は全て公共性がある
と思う。

介護、ボランティア
活動団体が恩恵を
受けることには賛
成。

わかりやすい金額、支
払方法の簡素化。現金
だけでなくカード払いや
スイカ払いを可能に。

アンケートなのに使用している
言葉が難しすぎる。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

24
地域セン
ター

10月3日

明確化することは大
切なことだと思いま
す。

居場所づくり、ボラン
ティア活動は無償で
あって欲しいと思い
ます。善意的行動と
経済的問題がある
方などには配慮が欲
しい。

課題が多いので時間が
かかる。

団体登録での無償化をやめても
いいと思う。
利用時間の見直しで1ヶ月前か
ら地域センター夜間利用状況が
わかるので毎日22時迄ではなく
21時など時間短縮があってもい
いと思います。

25
地域セン
ター

10月3日

3つの案で利用しやす
いです。

5つの対象で良いと
思います。

良いと思います。 登ろくすれば場所を無料でお借
りできるのはありがたいです。今
後も宜しくお願いします。

地域センター
月2回

26
地域セン
ター

10月3日

小平市は他市からくら
べると遅いくらいで
す。有料は賛成、公共
性が低くても無料で行
う健康体操等？

とても素晴らしいわ
け方と思います。

私はボランティア無
料で15人ほど（地
域センター和室、タ
タミの室）で体操を
行っています。講師
の資格はありませ
んが、高齢者に喜
んで頂いています。
公共になるか？

有料なのか、無料なの
かで考えてほしい。

団体登録してあると利用
出来る事がありがたい。
少しでも利用者が気軽
に足を運んでもらえる場
であってほしい。

年々利用する方がすくなくなっ
てるように思います。もっと近所
の方との親睦に利用出来たらと
思います。

地域センター
月1回

27
地域セン
ター

10月3日

難しい言葉をならべて
書かれているので、何
が言いたいのかさっ
ぱり分かりません。ま
ずは、相手に伝わるよ
うな文章で表現してほ
しい。

項１に同じ。 項１に同じ。 項１に同じ。 よく分かりません。 お金がなく、利用料が欲しいな
ら、そのように書けばいいのに、
回りくどい書き方をしていて、イ
ライラしました。

地域センター
週1回

8



Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

28
地域セン
ター

10月3日

１　講座及び教室の
開催
２　居場所づくり

地域センター
月2回

29 福祉会館 10月7日

『大阪市・大阪府の
例』を最大限参考に判
断願う。

『大阪市・大阪府の
例』を最大限参考に
判断願う。

同上 同上 これまで利用の多い人
は緩和措置が大きい方
が良いし、そうでない人
は大きくない方が良い。
縮小の方向に向う以
上、利便性の向上も限
界が有り、むしろ不便に
もなりうる。
→この件はなかなか判
断しかねる。

これまでの小平市のイメージで
10年後より先を考えると、夕張
市の様にはならないと考えがち
だが、『そんな事は無い』という
事をしんとうさせる努力が欠か
せない。都内、多摩地区の動向
と共に、その他地方の動向も知
らせるべき。共に、市議員・議会
の給与・報しゅうも引き下げる等
にもふみこむ必要が生じるかも
しれない。本来はそれとこれと
は別の事だが、納得・信頼を得
る為にはそこまでやる必要が出
るかも知れない。

7　利用して
いない

30
公民館（花
小金井南）

10月8日

適切と考える 適切と考える 適切と考える 適切と考える ①激変緩和措置をぜひ
採ってほしい。
②支払（納付）方法を簡
便にしてほしい

①見直しはやむを得ないと考え
る。
②これを機会に施設の近代化、
特にトイレのクリーン化を願いた
い

公民館
週4回

31
公民館（津
田）

10月10日

これでいいかと思いま
すが、難しいと思う。

自治会で使用する場
合は、公共性が高い
のですか。

居場所は今自分ら
が使っているところ
が居場所と思うが。

区分は難しいとので、趣
味といえども居場所なの
で、現行サークルは全て
９０％減免してほしい。

地域センター
年2回
公民館
月4回
福祉会館
？2回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

32
公民館（上
宿）

10月11日

減額区分を明確にす
るためには、３つは視
点は必要だと思いま
す

団体の整理する方
法は良いのではない
でしょうか

利点もありますが、
団体の特性を区分
することは難しいの
ではないか

課題は色々あると思い
ますが、活動内容に応
じて判断する方法は良
いのではないでしょうか

方策については難しい
問題なので、話し合いで
検討していくのが良いと
思います。

公共施設の維持費には莫大な
市税で賄っている事は承知をし
ておりますが、できれば、利用
者にあまり負担がかからない様
に進めて頂ける事をお願いいた
します。

公民館
週1回

33
公民館（中
央）

10月11日

公共性のある、なし
は、誰が判断される
のでしょうか

私は小平市内の訪問看護に携
わっているものです。この数年、
小平市は地域包括ケアシステ
ムの構築に向けて、医療介護の
連携、地域での交流の活動に
力を入れようとしています。公民
館はそのような包括プログラム
において場所を提供する重要な
役割があると思います。介護予
防、教育だけではなく、市民ひと
りひとりが興味ある活動に無料
で参加できることはこれからの
小平市にとても大事なことだと
考えます。有料化反対です。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

34
公民館（花
小金井南）

10月15日

無償で地域に貢献し
ている団体（具体的に
は音楽、体操、お話等
の慰問している団体）
但し公民館は教育機
関のため、地域セン
ター、児童館とは分け
るべきであるが、公民
館に協力しない団体
は地域センターと同様
に扱うべき。利用者団
体加入団体は地域に
貢献している。

前問で述べたよう
に、公共機関と共に
協調のある団体は、
最優先して、高い団
体に入れるべきで、
メリットがないから一
緒に仕事ができない
団体は整理すべき
（公民館）

趣味、娯楽の団体
と、公共性の高い
団体と差別すべき
ではない！

現実にはあまり細分化
することはできないし、
現実性に乏しい！

財源が疲弊しているの
は、理解できるが、短期
的に模索するのは良くな
い。もっと市民の知恵を
使うなり、市民に相談し
ながら方策を見つける
べきである。

少子高齢化及び公共施設の老
朽化に伴う必要財源の確保は
公平性、公正性からも全ての事
業、施設から見直すべきで、議
会の人員削減も考える必要が
ある。これからの時代は、ＩＴ化も
急速に組み入れられる状況で
拙速に結論を出さないで、小平
市の特徴である文化性を高齢
化に対応し医療費の削減への
寄与等も配慮すべきである。

公民館
年60回
東部集会室
？2回
福祉会館
？1回

35
公民館（仲
町）

10月15日

現在、活動をされてい
る団体は、公共性高
く、どなたでも参加で
きるものと認識してお
ります。

市民が楽しむ場、何
かを始めたいと思う
気持ちが出たら小平
市民でよかったと思
えることこそ大事だ
と思います。気軽に
参加できる団体。

子どもからお年寄り
の方まで、募集を
かけられるかの判
断。（一緒に活動で
きるように）

興味をもった方が参加
できる形（活動）であれ
ば、公の活動として認
められるべきではない
でしょうか。

今まで通りでよろしいか
と思います。そのため
に、申込書や使用報告
書を提出しております。
むしろ、もっと市民に開
放的に使用してもらう。

使用にあたり書類を提出してお
ります。公共性は高い気持ちで
活動しておりますのにこのような
事態に困惑しております。

公民館
月1～2回

36
公民館（仲
町）

10月15日

部屋利用の使用料の徴収に当たっての見解
１　地域社会に利益を還元する活動について・・・
２　利用料徴収に当たっての見解・・・
３　備考・・・

※別紙あり　104頁以降参照
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

37
公民館（中
央）

10月15日

公共性の有無を市に
判断してほしくない。

地域社会に利益を
還元する・しないを
市に判断してほしく
ない。例：体操クラブ
であっても健康維
持、コミュニティ形成
など無形で役立って
おり、ひいては、医
療費、介護費の削減
に役立っている。

反対です。市民を
属性で市が判断す
るという行為に反対
します。有為、無為
は結果です。使用
前に条件を設け、
市民をふるいにか
けることはしてほし
くない。

反対します。活動内容
の検閲にあたります。
自由な市民活動を妨げ
ることなるため反対しま
す。

生涯学習、リカレント教
育、地域コミュニティ形
成の重要な役割を担う
公民館を短期収益で論
じるのは誤りである。公
民館やその活動の魅力
を伝えることに知恵を使
うべきで（ＳＮＳ,ＨＰの活
用）利用者から料金を取
る、活動や団体を市が
公益有無を判断し市民
の格付けを行う現行案
に反対します。

公民館は成人の間は利用でき
なくても、老人になれば利用す
る、という長いライフプランに位
置づけられる特殊性の高い公
共施設です。豊かな市民活動、
コミュニティは市の魅力であり、
無形文化です。いづれ、このよ
うな無形文化の多い少ないが魅
力ある町の要因の一つとして重
要になります。利用者ハードル
を高くするのではなく、多くの市
民が使いたいときに使えるよう
維持するために知恵を絞る。公
共インフラを守るのが、公務員
の業務であり今回の提案は賛
成できません。

38
公民館（小
川西町）

10月16日

「市の実態把握が可
能」というがそうだろう
か？多くが減額区分
に入るよう知恵を絞る
のではないか？

公共性の高さを線引
きするのは難しいの
ではないか？

まさに課題の通り
だと思う。

「１つひとつの活動内容
～」はとても煩雑だと感
じる。利用者にとっても
管理者にとっても分かり
やすい方法がいいと思
う。

利用者の利便性も大切
だが、公平性についてい
えば、利用している以上
なんらかの負担はして
行くべきだと思う。

使用団体ごとではなく、各個人
が利用枠を利用するごとに支払
えばいいのでは。（子供／学生
／大人／老人）などとして。他
に、利用団体はたとえば、月２
回以上利用する場合など区切っ
て、施設運営（例えば、トイレ掃
除、利用している部屋の掃除、
窓口での対応）にかかわったら
どうか。

地域センター
月4回

39
公民館（小
川西町）

10月16日

区別して利用料を取
ること自体に反対

利用料を取ることを
前提に、質問を取る
ことはズルイ

※別紙あり　104頁以降参照 公民館
月2回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

40
地域セン
ター

10月17日

3つの視点のうち、運
営上窓口の事務が混
乱しないとは、利用側
には全く関係のない
市の部門領域の線引
きの話で、「視点」とい
う意味合いの高尚なも
のでない。

自治会、町内会、社
協加入団体、ボラン
ティア団体、青少年
育成事業関連

堅苦しく、回りくどい
定義づけで説明、
理解に時間を要す
る、窓口で説明側も
聞く側も手間のか
かる下手な区分方
法と思う。

今までの利用実績の中
から、市側が具体的に
「公共性、公正性」の観
点から有料化の非対象
団体（グループ）を仮決
定し、これに漏れた利
用団体に対し、6ページ
4-②の1～5に該当する
か否かを回答してもら
い市が判断する。

項４に記す 地域センター
月1回

41
地域セン
ター

10月17日

公共性の高い団体と
そうでない団体を区分
するというのはおかし
い。

公民館の登録団体
はだれでも参加可能
なので、あらゆる団
体は公共性を持って
いるといえる。

公民館の登録団体
はだれでも参加可
能なので、あらゆる
団体は公共性を
持っているといえ
る。

活動ごとに区分するの
は煩雑で無理がある。

フリースペースの拡大
は、利用者負担にかか
わらず良いと思う。

利用者負担導入を前提としたア
ンケートに違和感を感じる。

地域センター
月1・2回、公
民館月4・5
回、図書館集
会室年1回、
元気村年1・2
回、福祉会館
年3・4回

42
地域セン
ター

10月17日

市民団体は無料にし
ていいただきたい。

地域センター
月1回、公民
館年2回

43
地域セン
ター

10月17日

市民団体は全て無償
にしてください。

公共性が高いか高く
ないか、市に判断し
てほしくない。

区分は必要ない。 おかしい。 ずっと無償で使用できる
ようにしてください。

地域センター
月2回、公民
館年1回

44
地域セン
ター

10月17日

負担を2区分にして、
「公的＝タダ」ではな
いが、「公共＝お得」
感を出してはいかが。

市民が営利ではなく
会費又は無料の概
念（無認証団体）

税務署又は法務局
に登録していない
団体

営利活動か否かで判断 消費税の話題が消えた
頃
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

45
地域セン
ター

10月17日

ほぼ全ての使用料が
免除はおかしい。全て
とは言わないけれど
有料にすべき。

会費をとっているとこ
ろは少なくとも有料
にすべきだと思いま
す。

なし 公共性の高い活動につ
いては無料が原則

なし、わからない。 地域センター
年50回、公民
館月2回

46
地域セン
ター

10月17日

地域センターなので、地域で使
う方が一律で利用料として決定
されるのであれば仕方ないと思
いますが、だれかの判断で、何
かの基準で違ってくるのはおか
しいと思う。どちらにしても、この
場所があることで助かっている
方が私を含めたくさんいます。
良い方向へお願いします。

地域センター
週3回

47
地域セン
ター

10月17日

集会施設は、市民の
文化的活動を支援す
るものである。文化的
活動は多方面からの
視点を持って判断す
るべきであり、公共性
のよりある、なしの判
断の明確化は不可能
である。強引に規定し
ようとすること自体、
市民活動を阻害する
ことに注意を要する。

項1のとおり、公共性
の高い低いは立場
の違いで、全く異
なっており、このよう
な視点での分類は
意味をなさない。

繰り返し述べている
ように、仮定義する
こと自体、市民の文
化的活動を阻害す
るものである。

項3のとおり、この分類
が無意味であることか
ら、活動内容の把握は
煩雑さを増大させるだ
けである。

他のところで、飲み物1
杯(100円?)あとは自由と
いうシステム導入はいか
がでしょうか。自動販売
機などでの購入、回数
券などがあったら公共性
の高い団体との差別化
ができるのではないで
しょうか。

非常に大切であり、非常に難し
い問題ではあるが、気軽に利用
できる文化的活動ができる施設
であってほしい。

地域センター
年2回、公民
館週4回、元
気村年2回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

48
地域セン
ター

10月17日

公平、公正は自己申
告で何とでも言える。
市が実態を把握する
ことは当然。コストが
かかるのだから、一律
に一定の負担をしても
らうべき。

社会教育活動の名
のもとに一律公共性
が高いとするのはど
うか。

政治色の強い団体
や、明らかに一方
的な主張をする団
体が「講座」「教室」
の名のもとに無償
で公民館等を利用
することは控えるべ
きと考える。

区分は困難。一律一定
の負担をベースにし、例
えばイベントなどその都
度申告制で公共性が高
いと判断できる場合の
み可とする。（部分無
償）

施設、設備の改修、改
善の積極的、計画的取
組。フリースペース、学
習コーナー、キッズコー
ナー等の充実、駐車場
の確保（地域センター含
む）など目に見える改善
を望む。防災機能の強
化も忘れずに。

地域センターと公民館等との会
場利用目的の差はすでになく
なっている。もっと汎用的運用を
すべき。

地域センター
年3回、公民
館年2回

49
地域セン
ター

10月17日

活動ごとに判断す
るより簡易になる
が、表面的な判断
で公共性が高いと
認めないように、ま
た、適時に確認す
る必要がある。

窓口で客観的判断をす
るのが難しいので、市で
一括して判断するなど
の対応が必要と考え
る。

使用者の年齢により、緩
和措置をお願いしたい。

いずれの方法にしても追加の人
件費が発生するので、そのコス
トや想定料金、軽減料金が明示
されないと回答が難しい。

50
地域セン
ター

10月17日

公正性の意義を分か
りやすく具体化するこ
と。

「居場所づくり」は甘
すぎる考え方。

「長い間続けてき
た」という自分たち
だけの趣味中心だ
けで惰性的なもの
は排除すべき。

「公」とは多くの人に行
き渡ることが重要。その
尺度で取捨選択するこ
とが大切。

多様性重視の現代社会、「何で
もアリ」だけでなく、それぞれの
活動がphysical（目で見える）で
分かるよう客観性を重視し、
mental（自らの心的なもの）に頼
らず、alliance（仲間づくり）に直
結するシステム作りが重要。

地域センター
月2回

51
地域セン
ター

10月17日

賛成します。

52
地域セン
ター

10月17日

団体登録に公共性が
あるかは、毎年の当
初団体登録票提出時
市側が判断する。

市民対象、講座、ボ
ランティア活動

市民対象の講座、
教室等一般に参加
しやすい団体活動

活動内容、参加人数に
より決定する。

市役所、出張所に受付
窓口を作る。

現在の年度ごとの更新時に継
続を判断する。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

53
地域セン
ター

10月17日

「公平性と公正性の確
保」が大切。他の2つ
の視点は意味不明。

1,4,5が妥当。2,3は
該当しない。

概ね妥当と思う。 概ね妥当と思う。 「激変緩和措置」は必
要。「利用者の利便性の
向上」は、公報等で。

できる限り「激変緩和措置」をお
願いしたい。

地域センター
月2回

54
地域セン
ター

10月17日

表現が抽象的であい
まい性が残るが、「基
本的な考え方」として
はやむを得ないか？

「公共性」の具体的
な定義が難しい。市
行政の方針に則った
公共性と市民の自
主性を尊重した公共
性の両方を加味する
必要がある。

「公」の比重と「趣」
の比重の違いを判
定するのにあいま
い性が残る。市が
率先して実施する
場合は「公」とする
とか簡潔な線引き
が必要がある。

公共施設のメンテナンスが不十
分なことを実感するので、原則
有料化には賛成。ただし、公共
性を強調するあまり、市民の自
主的活動が減り、公共施設が減
るとかえって逆効果になりかね
ないと危惧する。

公民館月2回

55
地域セン
ター

10月17日

具体性に乏しい上、説
明が必要かと思われ
る。

「公共性の高い」と無
償化を切り離すと、
どの団体も無償化し
てしまう。利用してい
ない人から見れば無
償化はあり得ないの
では？

公共性の高い低い
の判断が難しいで
すね。

現実にどれだけの団体
があって、その内訳が
分からないと区分は無
理かと思われます。

公共施設の稼働率は不
明だが、施設の有効利
用のためには、施設の
統合、削減も必要かと思
われる。

約半分は人件費なんですね。そ
れは職員さんの給料で仕方な
いのでしょうが、維持管理費に
ついては、少なくとも半分は利
用者から払うようにしていただ
かないと、利用していない市民
としては納得しないのでは？

地域センター
月1回、福祉
会館2～3回

56
地域セン
ター

10月17日

公正に判断してほし
い。

できる限り低額に抑えてほし
い。現在、施設も老朽化して、不
便したりしている。有料化によっ
て、少しでも解決すればやむを
得ない事実と思う。

57
地域セン
ター

10月17日

提案の分け方では実
行上難しいのでは。
もっと簡単な分け方で
考えるべき。

公共性の高い団体
の減額には賛成。し
かし、それ以外の団
体でもあまり高い金
額とすべきではな
い。

考え方としては賛
成。ただし、実行に
当たって困難はな
いか。

実績からまた今後もそ
のように使われるのか
疑問。

会の持つ特性、実行計
画から判断して決める
べき。

基本的に有料化は不賛成。ど
のような分け方をしても、苦情等
の問題発生は回避できない。も
し実行するなら低額にして負担
を少なくし、苦情が出ないよう考
えるべき。

地域センター
週3回、公民
館週1回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

58
地域セン
ター

10月17日

使用料が高すぎる場
合は不使用になると
思います

公共性の高い団体
を具体的に明記して
ください。

市民に必要であり、
役に立っているの
か分かりづらい。

活動が社会のためにな
る活動でなければなら
ない。

市の財政を考えると大
変難しい問題です。

部屋の大きさによって使用料を
変えるのか知りたい。

59
地域セン
ター

10月17日

市内に事務所（会社、
支店）を設けていて、
地区に分会（組）を設
けていた場合にも、一
律に500円の使用料を
払った方が良い。（市
内在住が原則）

市内に、又は、外的
な団体が講師をする
場合には、1使用料
として、1,000円の使
用料を払ってもよ
い。（1使用区分、4
時間）

市内に位置する団
体であれば、一律
に有料化（500円）し
てよい。（1使用区
分、4時間）

市の後援する団体若し
くは関係グループの場
合には無料としてもよ
い。

施設の利用に当たって、
ガス、茶器等の使用に
あっては、一律1,500円
なりの利用料を払ってい
ただくとよい。

1室3人以下の登録使用は認め
ないこと。

地域センター
年20回

60
地域セン
ター

10月17日

小・中学校の土、日、夜の開放
など、有料にするのであれば、
市内に地域センター、公民館な
ど施設を増やすことを目標にし
ていただきたい。サークルや団
体に対して、施設が少ないと思
う。また、団体登録などの事務
的な手続きを簡単にするなど。

地域センター
月1・2回、公
民館月1・2回

61
地域セン
ター

10月17日
特になし 地域センター

月2回

62
地域セン
ター

10月17日

公共性の高い団体に
区分されない場合、高
齢化社会の中、公民
館で趣味活動する
人々も、社会貢献にな
るのではないでしょう
か。

活動の延長で社会
に貢献している団体

区分できないと思
います。

細かく、活動内容を検
討する必要があると思
います。

平等に全団体から料金
をもらうといいと思う。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

63
地域セン
ター

10月17日

市の楽団とか、市の
文化に貢献している
のであれば、減額で
利用してもらったらい
いと思います。

誰が判断するんです
かね…

若い方たちがもっと利用しやすく
した方がいいと思いますし、予
約の仕方も面倒くさいですし、良
くしようと改善しようと思えない
ですけどね。

地域センター
月1回

64
地域セン
ター

10月17日

公共性ということにつ
いて費用負担の点か
ら述べられており、費
用と公共性の関係に
ついて、あいまいであ
ると捉えます。

利益の還元について
述べられているのみ
で、還元されたとさ
れる人たちが、果た
して還元されたと実
感できるのでしょう
か。よく分かりませ
ん。評価はどのよう
にして行うのかが分
からないのです。

特性の分類による
と、特性外のことを
行った際に使用で
きなくなる、というこ
とだと捉えました。
特性を支える活動
としての特性外のこ
とがありうるので、
特性分類は、活動
の妨げであると考
えます。

事前に明確にしておくと
のことですが、変化して
いく活動の際に、明確
性を活動団体に対して
負荷させるようになると
思います。活動は既存
の枠組みでは対応しに
くいと思われます。

核となるアイデアの方向
性が不明確であること
は、利用者像の具体性
が欠けていると思いま
す。利用者についてどの
ように捉えているのか、
分かりません。

全体的に見て、核となるアイデ
アが薄いと思われます。使用す
る人々の像が欠けていることも
同様です。もし本当に行いたい
のであれば、計画を練り直した
方がいいのではないかと思いま
す。

地域センター
月1回、公民
館月1回

65
元気村おが
わ東

10月17日

高齢者の居場所作りとして活動
しているが、有料になれば参加
者も減り、引きこもり→認知症が
増える可能性があります。

66
公民館（上
水南）

10月23日

１団体１回５００円くらいならと思
います。

67
公民館（津
田）

10月23日

窓口等の事務が混乱
しないの意味が分か
らない。

公共性の区別が難
しいのでは。

９０％程度の団体
が趣味の団体にな
るのでは。

介護予防活動に、趣味
の団体も適当と思うが。

急に５０％ではなく、９
０％から徐々に行くべき
と考える。

利用料のため、やめざるを得な
いサークルが出ないようにすべ
き。

公民館
年１０回

68
公民館（中
央）

10月24日

うちらのサークルは利用料があ
るとやっていけません！！

公民館
月２回
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69
公民館（小
川西町）

10月24日

法が示している公民
館の活動の主旨か
ら、何か市民活動の
優先が先走り公共性
が強く出すぎていると
思う。

項１に述べたとおり、
教育の視点が抜け
ており、今までの団
体認定の基準が大
きく変わってくると思
う。

趣味・娯楽の目的
のほかに共用の分
野が必要。

公共性が強く出すぎて
しまい、活動分野が制
限されすぎる。

財政上の視点は理解す
るが、目標の達成には、
５年１０年のスパンで少
しずつ変化する方法を
考えるべき。

他市の状況からみて、小平市公
民館の利用の有償化が遅れて
いるそうで、だからと云って急ぐ
必要があるのか。

公民館
月５回
福祉会館
？２回

70
公民館（花
小金井南）

10月25日

利用者の使用料負担
の区分明確化は困難

①②の線引きは難し
い。

内容を全て把握し
て、公平公正に判
断することは無理
で混乱する。

居場所づくりも仲間づく
りも親睦を深めるサーク
ル活動は、同意なので
区別できない。

使用料負担は利便性の
低下をまねき、公民館他
の利用も減少して、公民
館の役割、意義も後退
する。
定期利用連絡会を活用
して意見を集めてはどう
か。

施設利用の有無が、公平性に
はつながらない。税金で賄って
いるのは、図書館の本の貸し出
し等も同様で、利用する人もし
ない人もいる。

公民館
月２回

71
公民館（上
宿）

10月29日

市の制度設定の基本
は広く市民に活用され
たしであり、その基本
は公平性であり同時
に公正性であり賛成
です。

活動内容がおおむ
ね８０％を超えること
とラインを引かれた
ら良いと思います。

（項２）に述べたと
おりです。

活動内容とは年間を通
しての実績での区分が
判定する側、される側
にとって明確化されや
すいと思います。

気軽に利用できるリーズ
ナブルプライスを広く聞
いてプライスラインを考
えると良いと思います。
加えて年２回は懇親会
等無料で使えるとかの
アイデアも良いと思って
います。

公の施設は原則市民には無料
貸し出しで、広く市民が利用し
楽しく向上心を持ち、健康に生
活するが基本と思います。市側
もまた使用する市民側も更なる
アイデアを創出し、高齢化社会
が健康で楽しさあふれ、充実し
た生活を営みながら、医療費の
軽減に繋がることが理想と思い
ます。ご奮闘を祈ります。

公民館
月２回

72 福祉会館 10月31日

地域活動団体をして
おり、公平・公正性は
必要だと思います。市
が実態把握すること
は賛成です。

ボランティア活動を
兼ねたスタッフと居
場所作りをめざして
おり無償化を実現し
てほしい。

団体AとBでは内容
がちがうので考え
方からしてわけて
ほしい

活動内容において減額
されると変えざるをえな
い部分が出てきてしま
う。

地域センター
月1回
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73
公民館（花
南）

10月31日

○公民館、地域センターでの各
種サークル活動は「講座及び教
室」後にできたサークルもあり、
老人の健康維持、居場所づくり
になっていると思う。
○サークルも月２回会費を集め
ており、その上利用料（どれ位
の金額か分からないが）は年金
生活者にはきつい。
○夜間の空き部屋を貸し出す等
有効利用の方法はないもの
か・・・

地域センター
週２回
公民館
月６回

74
公民館（中
央）

10月31日

公共性にこだわる必
要はない

全てのサークルは公
共性が高い

従ってこれも意味
がない

やめて！ 趣味といわれている
サークル全て減免９０％
または８０％とする

５０％になったら、サークルが成
り立たないです。

地域センター
月１回
公民館
月１回

75
公民館（中
央）

11月4日

公平性、公正性の確
保、市が実態把握可
能なことは理解でき
る。但し、運営上、窓
口等で事務が混乱し
ないことと後者は矛盾
があるのではないで
しょうか。窓口業務の
煩雑さが予想されま
す。

概ね賛成です。２の
市民からの要請につ
いて、市民文化祭公
募書道展は今年で４
１回目の開催となり
ます。最初は市民か
らの要請がなくス
タートしましたが、毎
年５００点に迫る作
品の応募がある場
合、市民からの要請
がないと判断してよ
いのでしょうか。

仮定義を元に、団
体の特性（属性）か
ら区別する方法に
ついては、概ね賛
成です。

仮定義による活動内容
（実績）毎の分類につい
ては、概ね賛成です。

激変緩和措置、①１０年
間５段階の段階的負担
増　②高公共性団体へ
の優遇措置（恒久無償
＋補助金等）
利用者の利便性、①設
備の更新・改善　②サー
ビス向上（無料給茶・
コーヒーサーバー等）

小平市は、「文化の香り高く心
豊かで活気にあふれ、誇りの持
てるまちの実現」を目指し、文化
振興を幅広く進めています。更
に東京都の掲げる「世界一の文
化都市東京」の実現に向けた担
い手となるべく積極的に取り組
んでいます。今回の有料化の動
きは、

公民館
年４～５回
福祉会館
年２～３回
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76
公民館（中
央）

11月4日

提示されている３つの
視点は当然である

公共性の高い団体と
は、地域社会に対し
てその活動が、開放
的であることが条件
です。

公共性の高い団体
かどうか判定する
には、その属性で
決める方が良い。

活動内容からの判定
は、実務的に困難と思
われる。

激変緩和措置は、２年
以上かけて段階的に実
施した方が良い。

「有料化ありき」で話が進められ
てきたことに、違和感あり。有料
か無料かという市民との対話が
ありません。

公民館
週２回
福祉会館
年１回

77
地域セン
ター

11月6日

見直しに関しては公
平性の観点からとの
ことなので賛成です
が、人数によって等の
視点からも考えてほし
い。

働き方改革が掲げられている世
の中、地域センターが夜10時ま
で、しかも休館日も少ないのは
世の中の動きと逆行しているの
ではないでしょうか。いくら交代
制で休みが確保されていると
いっても、夜間勤務や変則勤務
が続くのはいかがなものでしょう
か。役所同様の開館でいいと思
う。

78
地域セン
ター

11月6日

施設を利用する人とし
ない人の負担の公平
性を確保するため使
用料の負担を見直す
という考え方はおかし
い。本来もっと皆が利
用しやすいようにする
べきです。

居場所づくりとはどう
いう人のことです
か。具体的に示して
ください。

趣味の団体がある
からこそ世の中は
健康で明るい生活
ができると思いま
す。

活動内容に応じた区分
が望ましいと思います
が、あまり公共性ばかり
考えるのではなく、広く
柔軟に決めてほしい。

利用者の年齢構成を考
えて高齢者の利用しや
すい集会施設にしてほ
しいです。介護予防や医
療費削減になる。

決まっている公共性の高い団体
を優先するのはよいが、空いて
いる時間の施設は無料で開放
していただきたい。利用者数を
増やすことが大切です。

地域センター
月2回、公民
館月2回

79
地域セン
ター

11月6日

今のままなら必要な
い？

誰が決めるのでしょ
うか？みんなが納得
する分け方はあるの
でしょうか？

有料化前提のアンケート、説明
会に違和感があります。市は本
当に実施するのでしょうか？説
明が足りません。

80
地域セン
ター

11月6日

後期高齢者についての使用料
は免除にしてほしい。

地域センター
月1回
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81
地域セン
ター

11月6日

公平性と公正性の確
保の公正性とはどん
なものがあるか判断
が難しい。

講座及び教室の開
催は、どれほどの人
が利用するのか？

2の市民からの要
請に応じた指導…
はどのようなものが
あるのか、具体的
に思いつきません。

あまりにも課題が多く、
窓口事務が混乱するの
でよくない。

維持管理費に多くの金
額を要していることを考
えると、等しく利用する
人は無料でなく利用料を
払うことが良い。

趣味で楽しくしているものでも、
月に500円の負担は必要と思い
ます。

地域センター
3回（単位不
明）

82
地域セン
ター

11月6日

減額の区分方法の説明は分か
りにくい。私たちは高齢の少人
数で体操の同好会として地域セ
ンターを利用している。健康維
持と仲間作りのための同好会で
ある。高齢で少人数なので、利
用料を払ってまで会を続けてい
くかどうか疑問である。老人の
健康維持と仲間作りのために集
会施設を利用するのに利用料
を支払う必要はないと考える。

83
地域セン
ター

11月6日

良いと思います。 良いと思います。 窓口の方が混乱し
なければ良いと思
います。

窓口の方が混乱しなけ
れば良いと思います。

使用させていただいてい
る身なので方針に従い
ます。

地域センター
年4回

84
地域セン
ター

11月6日

資料のとおりで良いと
思います。

資料のとおりで良い
と思います。

資料のとおりで良
いと思います。

資料のとおりで良いと
思います。

特になし 現在月2回静かな環境で楽しま
せていただいています。各サー
クルは少しの負担はやむを得な
いと思います。

地域センター
月2回
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85
地域セン
ター

11月6日

サークル全員が70代以上で健
康維持を目的に活動しているの
で、なるべく有料になっても負担
の少ない額での見直しで考慮を
お願いいたします。

86
地域セン
ター

11月6日

私たちは素人の集ま
りでヨーガをやってい
るので、有料は反対で
す。

87
地域セン
ター

11月6日

利用させていただいて
います上にいろいろと
物に対しても財政、器
具においても考え、負
担を考えます。

ボランティアで活動
して団体で歩み寄っ
て利用させていただ
いています。

皆々が団体に寄り
添い助け合って輪
が作れています。

同じ民謡にしても唄、太
鼓、三味線１つ１つが活
動によって重々で和に
なる。

練習を重ねて緩和を向
上させてます。

本当に練習場所があることはあ
りがたいと感じます。

地域センター
月2回

88
地域セン
ター

11月6日

私のグループは中高年が多く、
古武道の研究、稽古は地域セン
ターで2回ほどです。使用料免
除を希望します。

地域センター
月2回

89
地域セン
ター

11月6日

小平市民で構成され
ており、各自の健康維
持に貢献しているかど
うか。

市民を啓蒙するよう
な団体、それにより
地域を活性化又は
健康増進に寄与す
る。

有料化には賛成します。なかな
か集う場所がなく費用も高い点
で、公共施設が安い費用で貸し
てくださるのは助かります。公共
性のある集会以外は、一律に同
一料金にしたほうが良いと思い
ます。ランク付けは難しい、又、
空いている時は登録なしでも有
料で貸出しをしてほしいです。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

90
地域セン
ター

11月6日

ほとんどの会員が70歳以上で
年金をやりくりしながら健康維持
のために集まっているので、高
い会場費では負担が大きい。会
場費半分とかの配慮が欲しいで
す。

地域センター
週1回、公民
館週1回、東
部市民セン
ター集会室週
1回

91
地域セン
ター

11月6日

区分を明確化するの
はなかなか現実感が
ありませんが、できる
限りの努力はしていた
だきたい。

男女差、年齢差を超
越したもの。市への
事前届出による認可
団体。

92
地域セン
ター

11月6日
地域センター
月1回

93
地域セン
ター

11月6日

公平性の意味をはき
違えている。財があろ
うがなかろうが誰でも
使用できるようにする
のが、税金を活用する
市の役目ではない
か。使わなければ費
用負担をしないで良い
という考え方になれ
ば、公民館とか福祉
会館など私は使わな
いので、税金からその
分引いてほしい。

94
地域セン
ター

11月6日

ボランティア活動をし
ている書類などの提
出を義務付ければよ
い。

具体的にボランティ
ア活動の履歴を提
出させる。実績を積
めば無料で使用でき
るようにすればよ
い。

趣味を生かしてボランティア活
動に参加することが多いと思う。
実績を重んじれば不公平感は
なくなると思います。

地域センター
月2回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

95
地域セン
ター

11月6日

絵手紙グループとしては、1回
500円程度の負担がちょうど良
いのではないかという意見が多
かったです。

地域センター
月2回

96
地域セン
ター

11月6日

市民文化活動のため6億弱か
かっていること、受益者負担の
観点から多少はやむを得ないと
思います。公共性の高低の判
断は難しく、不可能に近いので
は？
※この説明は分かり難く、記入
しかねました。

地域センター
月2回、公民
館年3回

97
地域セン
ター

11月6日

公共性の高い団体の
意義が良く分かりませ
ん。

公共性の高い団体
の意義が良く分かり
ません。

区分する必要がな
いと思います。

実績をどのように判断
するのか分かりませ
ん。

広く公募しているので、
応募している人しない人
の公平性、公正性は関
係ないと思います。

もう少し易しく理解できる文言に
していただきたい。

地域センター
月2回

98
地域セン
ター

11月6日

公平性と公正性は必
要

公平性と公正性が
大切である。

何が良いか分から
ないが、利点と課
題がある。

何が良いか分からな
い。利点、課題が。

市民が元気で楽しく生活
するには、公共の場所
で積極的に活動できるこ
とが望ましい。

今までどおりが望ましい。有料
なら1回500円。

地域センター
週4回、福祉
会館週2回

99
地域セン
ター

11月6日

地域センターを活用し
ておりますが、皆さん
が「趣味・娯楽」「地域
の班会」などで現行通
り使用料免除としてほ
しいです。

宗教団体（見た感じ）
これはなかなか把握
するのは難しいです
が。

申請登録された団
体であれば区分す
る、しないでいいの
ではないでしょう
か。

こちらのやり方は納得
できません。

集会施設を市民が利用
するということは、税金
を払っている意味を感じ
ます。

これからますます高齢化し、遠く
へ行くことが困難になると、やは
り近くの集合施設を活用するこ
とが多くなると思います。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

100
地域セン
ター

11月6日

公平性と公正性の確
保

居場所づくり 団体B 居場所づくり 午前300円、午後300
円、夜間300円（利用税）

多くの人に利用できるように 地域センター
月2回

101
地域セン
ター

11月6日

公共性、公正性が必
要

公平性と公正性の
確保が大切

何が良いか分から
ない。利点、課題が
あるので。

何が良いか分からな
い。利点、課題がある
ので。

質問の意味が分からな
い。

今までどおりが望ましいが、有
料になるのなら1回500円くらい
で。

102
地域セン
ター

11月6日
認知症予防、病気予防になれ
ば、医療費の削減になる。

103
地域セン
ター

11月6日

考え方としては良いと
思いますが、あくまで
も前提ということで、実
際にそうあるべきと望
みます。

問題なし 問題なし こちらの方が公平性が
あると思われるが、一つ
一つ把握し判断するの
は困難に思える。

特に思いつかない。

104
地域セン
ター

11月6日

市は、市民の自主的
な学習活動やスポー
ツ、趣味、娯楽などど
う活発化するかという
観点から、公共施設
問題を考えてもらいた
い。

「公共性」という考え
方は難しい。娯楽、
スポーツであっても
市民の自主的な活
動が高まれば市民
生活は豊かになりま
す。

1つの団体でも多面
的な活動をするとこ
ろもあり区別する必
要があるのか。

市が考えるようにこれか
ら高齢者社会になってき
ます。高齢者の自主的
な趣味、娯楽、スポー
ツ、学習活動を活発に
することが大切です。高
齢者の収入はだんだん
減ってきます。公共施設
の利用者は、高齢者が
多いということも考慮し
てもらいたい。

地域センター
月2回

105
地域セン
ター

11月6日

幼児、高齢者（割合を
含め）の利用は減額
対象とする。

ビジネスを目的とす
る以外、ほとんどの
利用者は、公共性を
持って活動している
と思います。

公共性の活動と趣
味、娯楽活動は区
別をして良いので
は。

活動内容の判断で区別
するのは難しいと思い
ます。

地域センター
月2回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

106
地域セン
ター

11月6日

在住、在勤に限らず、
活動拠点を考慮して
いただけると、利用率
が上がると思います。

地域センター
年2回

107
地域セン
ター

11月6日

全部無料なら問題あ
りませんよね。

自分たちの活動が、
公共性が高いか否
かとか、地域に還元
しているか否かの判
断を受けなければい
けないのですか？誰
が判断するのでしょ
うか。

利便性を向上するに
は、利用料をとらず、地
域活動しやすい町にし
ていくことです。

まわりくどい説明！パブコメをし
てますよ、と言いたいがための
アンケート。これにどれほどの
人が、グループが回答しようと
思うのでしょうか。地域センター
や公民館などの施設の維持管
理に多額の支出があるがこれを
どうするか。もっと市税をつぎ込
め、というか、利用者に負担をし
てもらうかの選択です。地域の
代表者である市議会でもっと丁
寧に議論してください。

地域センター
年2回

108
地域セン
ター

11月6日

このまま無料で地域センターを
使わせてほしいです。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

109
東部市民セ
ンター

11月7日

62歳まで働き続け、小平在住39
年間、子育て中は全国で最も高
い保育料（0歳保育なし、1・2歳
児51,500円）を払っていた。70歳
を過ぎた現在、夫亡き後、自分
の年金（遺族年金を希望した
が）で生活し、都市民税を払い、
ぎりぎりの生活。公民館での集
まりが脳活性化に役立ってい
る。支出は大変厳しい。午後（1
時～5時）は4時間あるのでせめ
て半分利用（1時～3時、3時～5
時）にして利用料を半分にして
ほしいです。物価も少しずつ上
昇、年金の上昇は期待薄の最
近、市民の切なる意見です。

地域センター
年8回（ボラン
ティア活動）、
公民館月6
回、福祉会館
年2回

110
東部市民セ
ンター

11月7日

賛成します。 地域事業者、地域経
済の発展支援なども
利益還元活動と考え
られます。

東部市民セ
ンター集会室
月1回

111
東部市民セ
ンター

11月7日

そもそも公平性は必
要なのでしょうか。税
金を多く納税している
のに内訳も出さず、お
金ばかり取るのはどう
なのか。使用に当たっ
ては金額が平等という
のは、そもそも平等
じゃない!!

ママたちの集まりの
中でお互いの意見
交換の場も少子化
の時代には、それを
防ぐためにも必要な
のではないか。

明確な区分がない
上に、メンバー以外
の市民を加えること
によって公共性の
団体になるのであ
れば、周知する場
が欲しい。

子育てママの居場所づ
くりとしてこだいら居場
所ガイドブック等に載せ
てもらえるのか?!!!!!

全て市ホームページ申
込みにして予約システ
ムを統一し、施設ごとに
している利用者登録を
統一してほしい。よって
ペーパーレス化、人件
費削減につながると思
う。

まずは先に見直せるところを考
え、利用者負担ありきのことを
考えるのはやめてほしい!!必ず
反映してほしい。
地域の祭りのときに、祭りに関
係がないにもかかわらず公共団
体だからと公共の場を独占した
りする行為もやめてほしい。

東部市民セ
ンター集会室
月2～3回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

112
東部市民セ
ンター

11月7日

わかりやすくて良い考
えだと思います。

多くの市民に利益を
還元する団体がはっ
きりし、きちんと認識
できてよかったと思
います。

わかりにくい。(3)②
よりは良いと思いま
す。

めんどうのように思いま
す。

現在のパソコンで会場
予約する方法は使いや
すいので続けてほしいで
す。

今後ともよろしくお願いします。 東部市民セ
ンター集会室
月1回

113
東部市民セ
ンター

11月7日

「講座及び教室の開
催」を団体の目的及
び活動の主体とする
こと。勉強会、展示、
文化祭への参加等
を口実にした逃げ得
を許さないこと。社会
通念上、娯楽、趣味
に分類されるものは
全て減額の対象外と
すること。

減額希望の団体
は、団体の規定書
及び団体名簿の提
出を義務化するこ
と。

減額希望の団体は、活
動実績報告書を年1回
市へ提出し、それに基
づいて毎年見直しを行
うこと。市のHP等で市
民に活動報告すること。

施設の利用率は50%を
割っているのが実状。市
はむしろ利用率を上げ
る施策を打つことが急務
のはず。使用料をとれ
ば、年寄りや小規模クラ
ブを中心に活動の削
減、消滅の続出が危惧
される。

「使用料は施設補修や備品購
入に宛て利用環境の改善を図
る」のであれば、過去10年ほど
利用してきたが現状で十分であ
るので、使用料はやめてほしい
ということになる。使用料徴収の
趣旨はそうではないでしょう。そ
もそも約6億円の維持管理費に
対し、使用料収入はどれくらい
を想定しているのか。

地域センター
月4回、公民
館年4回

114 財政課 11月11日

「公平性と公正性の確
保」をハッキリとわか
るようにして（基準とし
て）いただきたいと思
います。

市民の参加ができる
ように（市民対象）い
ろいろな講座、小平
市の伝統文化（行事
をふくむ）鈴木ばや
し、その他など。

いろいろな団体を
ひとつのわくに、し
わけるのはむずか
しいと思います。流
動的に考えてほし
いと思います。

仕わけはむずかしいと
思います。

市の文化祭とか各小学
校へのボランティア活動
とかを勘案していただき
たいと思います。なるべ
く低い利用金額にしてほ
しいと思います。

いまでも、年間の活動資金がす
くなく、これ以上の活動はむず
かしいと思う。会員数×1,000円
ですので、やりくりしています。
でも、仕方ないでしょうが、最低
限のアップにしてほしいと思いま
す。

地域センター
月3回、公民
館年2回、小
平元気村お
がわ東年1
回、福祉会館
年4回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

115
市ホーム
ページ

10月17日

基本的にはOKです 基本的にはOKです
が
会員相互の親睦会
等の活動時は除外
すべきと考えます
(2)の活動に応じて減
免％を決定するの考
え方を導入した方が
良いと思います

煩雑となり導入す
べきではない

煩雑となり導入すべき
ではない
当団体についても会員
の親睦活動については
市関係の施設は使用し
ておりません。

O病院はﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ登録団体で主
に福祉会館にて活動し、
ごみｾﾞﾛﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄや環境ﾌｪｽ
ﾃｨﾊﾞﾙに於いても参加させてい
ただいております
今回の使用料利用者負担の見
直しについて
配布予定資料等を拝見させて
いただきました
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ登録団体は90％の減
免となっていますが
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ登録団体の中でも補助
金を受け取っている団体につい
ては活動内容、ﾒﾝﾊﾞｰ等が明確
になっているためぜひとも無料
とさせていただきたい

福祉会館　月
2回
中央公民館
2回/年
津田公民館
1回/年
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

116
市ホーム
ページ

10月27日

団体が地域住民を主
体に構成され、活動
の目的及び内容が地
域の福利（地域の安
全安心、住民の連帯
意識の向上、互助共
助の増進等）向上に
あり、従って市政の補
完、支援に資する者で
ある場合、例えば、開
かれた自治会、自主
防災組織、高齢クラブ
など、市が本来積極
的に助成すべき団体
は当然無料とすべき。

利用者と非利用者との公平性
のみをいうのであれば、負担の
問題だけでなく、市が施設を設
置する本来の目的や必要性そ
のものを問うべき。利用する団
体の目的、活動が地域住民全
体の福利向上に資する、活動の
波及的効果が地域全体に及ぶ
者であるならば、まさに市が積
極的に支援すべきもので、課金
による負担をかけるべきでな
い。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

117
市ホーム
ページ

11月7日

利用料金の見直しその
ものに反対です。
・高齢者が公民館を利
用することで認知症予
防等の効果があると思
う。もし利用料金を上げ
ると、高齢者は家に閉じ
こもるので、医療費が上
がると思う。一度医療費
が上がると、その後に公
民館の利用料を下げて
も、医療費は下がらない
と思う。
・高齢者向け居場所整
備事業を進めており、そ
ちらのほうの政策との整
合性がない。
・人口が減少に転じた段
階で見直してもよいので
はないか？

公民館を月
に２回

118
市ホーム
ページ

11月10日

減額区分を設けること
はできない。

同上 同上 同上 激変緩和措置は必要か
と思う。施行後の翌年は
半額、その後全額施行
で良いかと思う。

意見交換会に参加したが、参加
者や参加者の思考が相当偏っ
ていることから、意見交換会で
出された意見は参考意見として
しか扱えないと思う。少なくとも
私の活動する館で説明頂いて
いる中だと、利用者からの反対
はない。市は、全体の納税者の
意見を尊重すべきである。反対
しているのは、全納税者の1％
もいかないのではないか。

公民館　月に
4回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

119
市ホーム
ページ

11月10日

有料化、ふざけてる。
有料化がとめられないのであれ
ば利用料をもっと安くするべき。
一人につき一時間百円など、時
間と人数での負担ならわかる
が。

120
公民館（中
央）

11月4日
無し 無し 無し 無し 無し 特に無し 公民館

月２回

121
公民館（津
田）

11月5日

公共性の高い団体は
公平性があるのです
か、公正性の意味が
分からない。運営上、
窓口事務が混乱しな
いとは、どういう意味
ですか。

健康な人が公民館
で活動することは、
それだけでも地域社
会の利益を還元して
ます。従って、趣味
のサークルも公共性
が高いです。

従ってここでいう仮
定義は受け入れら
れないです。

これも前述と同様です。 すべてのサークルを減
免９０％ないし８０％とす
べきです。

その理由は５０％だと半分以上
のサークルが運営困難となりま
す。

地域センター
年１回
公民館
月２回

122
公民館（津
田）

11月5日

「公共性の高い団体」
とは、仮定義もありま
すが、趣味のサーク
ルも健康な老人であ
れば、医療費を使わ
ないので公共性が高
いと考えます。従っ
て、３つの視点は意味
がないと考えます。

[項１]で書いたよう
に、健康な人は医療
費を使わないので、
地域に利益を還元し
ています。

項１・２で記したよう
に仮定義は受け入
れられません。今、
仮定義に該当する
団体は趣味の団体
の１割程度と思い
ます。

この活動を定義するの
はナンセンスでありま
す。団体Ａと団体Ｂは分
ける必要がない。

基本、趣味のサークル
が９割を示すので、も
し、いきなり５０％負担だ
と、サークルを継続でき
ないところが続出します
ので、９０％減免から始
め、３年ごとに見直して
はどうか。（３年ごとに１
０％づつ減免を減らす）
または、全ての趣味の
サークルは、減免８０％
とする。

９０％減免でも継続できない
サークルは１００％減免の余地
を残してほしい。

地域センター
年２回
公民館
月２回
図書館集会
室
年２回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

123
公民館（津
田）

11月5日

有料化反対!! 公民館
月４回
小平元気村
おがわ東
月２回

124
公民館（津
田）

11月5日

明記されている３つで
十分だと思う。

８頁の方法と比べ、
実現可能性がある
ように思われる。

記載されているとおり、
実際に行政側が作業す
るに当たっての課題が
あまりにも多く、混乱を
増長させる可能性があ
る。

資料をもう少し分かりやすくして
ほしい。

地域センター
月２回

125
公民館（津
田）

11月5日

公民館の目的からす
ると「公共性の高い団
体」と「趣味・娯楽を目
的とする団体」とに区
分するのは、おかし
い。公平性と公正性
は確保されています。

会の名称だけで判
断するのもおかし
い。

仮定義のもとに、で
は回答不能。

同左 これから年金も福祉も怪
しくなるというのに、激変
緩和措置にどういう効果
があるのか。

※別紙あり　104頁以降参照 地域センター
年１回
公民館
月４回
福祉会館
年２回

126
公民館（中
央）

11月8日

趣旨、意図など設問で
聞きたいことがわから
ない。

団体の互助的な活
動でも、「地域社会
に利益を還元する活
動」はあるのではな
いのか？例えば、
「居場所づくり」など
で。

「公共性」の高い、
低いはだれがどの
ように決めるのか
疑問である。

例示されている活動
は、運営するのが難し
い。特に、高齢者にとっ
ては、敷居が高い。

１年・２年の短い期間で
決めるのではなく、少な
くとも５年くらいかけて十
分に話し合う必要があ
る。

ささやかなサークル活動（趣味
の）でも、心身の健康に寄与す
る。その結果、市財政にプラス
の効果があることを市は考えて
ほしい。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

127
公民館（中
央）

11月8日

聞きたい、そのものが
良く分かっていない。

地域での活動では、
メンバーとの交流を
生み、地域密着型と
なる。

公共性の基準？
は、どのような線引
きなのか？

団体によっては、運営
が困難なことも出てくる
のではないかと。

長期的な目で見る必要
があるのではないか。

サークル活動によっては、健康
向上に大きく作用している場合
もあり、これからの高齢者に適
しているものもある。健康効果
が認められているものもある!!医
療費軽減にもなる。

128
公民館（中
央）

11月8日

団体の互助的活動
でも「地域社会に利
益を還元する活動」
はあるのではないで
しょうか？例えば、
居場所づくりなど。

公共性の高い、低
いは誰がどのよう
に決めるのか疑問
あります。

例示されている活動
は、運動することが難し
い。特に、高齢者にとっ
ては、非常に厳しいもの
があります。

短い間に急に決めること
なく、もう少し市民に、ま
た利用者の意見を長い
間に決めてほしい。

楽しみにしているサークルが、
だんだんと楽しみや身体のため
健康で長生きめざす市民にはあ
りがたくない。

129
公民館（中
央）

11月8日

意図が良く分かりませ
ん。

公共性が高い団体と
は？互助的な活動
でも利益を還元する
活動があると思いま
す。

公共性が高い低い
は、どのように決め
られるのでしょう
か。

高齢者の集まりの団体
では、運営が難しくなる
のでは？

短期間ではなく、長期的
に考えてもらいたい。

サークル活動でも心身の健康に
寄与する、高齢者にとっては、さ
まざまな効果があると思いま
す。

130
公民館（花
小金井南）

11月9日

ここで「公平性」「公正
性」を挙げるのは、違
和感がある。実態把
握は不可能ではない
か？

誰が判断するので
しょうか？

趣味・娯楽が公共
性～は区分できる
のか疑問。

誰が判断するのでしょう
か？

現状の免除措置を継続
させるのが一番。

現状でもぎりぎりの運営を行っ
ています。現在の免除措置を継
続してください。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

131
公民館（小
川西町）

11月15日

地方公共団体、その
行政活動を行うため
に、学校、図書館、公
民館、地域センターな
どの施設を地方自治
法で「公の施設」とよ
び、特別な法規制を
かけています。

公の施設とは、住民
の福祉を増進する目
的を持ってその利用
に供するための施設
とされています。

その利用に供する
国が設置している
施設ではなく、住民
の利用に供するた
めの施設を指しま
す。

個々の活動について、
その地域の範囲内にお
いて効力を有することで
あり、主体的にもほとん
ど意味がない。

実体法的な考えのよう
に、権利義務の発生、変
更、消滅の要件等につ
いて、その主張の合理
的な解釈によって決めら
れるべきである。

「公共施設の設置及びその管理
に関す事項」は、条例で定めな
ければならないとされています。
次に、地方公共団体は、住民が
公の施設を利用することについ
て、不当な差別的取扱いをして
はならないとされています。合
理的な範囲内のものであれば
違法とはなりません。

132
公民館（中
央）

11月15日

基本的にやむをえな
いことと考えるが、極
力減額率を公共性度
合いや趣旨から段階
を分けてほしい

団体の設立趣旨や
会則などにより、公
共性の高い団体と認
定（公民館や地域セ
ンターに登録、所属
でわかる）できること
でたりるのではない
か

４のボランティア活
動について、「こだ
いらボランティアセ
ンター」へのボラン
ティア登録団体に
限定することは賛
成できない。登録し
ていなくても現在の
公民館や地域セン
ターの定期利用団
体として認定されて
いれば十分だと思
う。

活動状況を見れば判定
できる。しかし、もともと
趣味から発生した団体
とボランティア等公共的
なものとは差を付けて
いいと思います。

区分の判定は難しいか
もしれませんが、定期利
用団体であれば、所属
施設で判断でき、設立
趣旨や会則で判断して
よいのでは。定期利用
団体でなければ、その
都度判定が必要かもし
れませんが・・・

公民館
月３回

133
公民館（津
田）

11月15日

地域の人との交流、高齢者も利
用しづらくなるので、値上げしな
いでほしい。

134
公民館（津
田）

11月15日

公共性が高い、集会に使用して
いるので、無料にしてください。

135
公民館（津
田）

11月15日 反対
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

136
公民館（津
田）

11月15日

自治会などの（公共性
の高い）施設は無料にし
てほしい。

自治会の会合などに利用する
場合は無料にしてほしい。

137
公民館（津
田）

11月15日

有料は困ります。地域コミュニ
ティの活性化が低くなると思い
ます。高齢者のご利用者さん
サークルは負担が大きいと思い
ます。

138
公民館（津
田）

11月15日

公共性が高い集会に使っている
ので、無料にしてください。

139
公民館（津
田）

11月15日

自治会は有料になると困りま
す。利益を得ている場合多少有
料でも良いとは思います。

140
公民館（津
田）

11月15日

公共性の高い団体等について
は、その趣旨を鑑みて今まで通
り、無料（１００％減免）でお願い
したい。

141
公民館（津
田）

11月15日

公共性の高い団体には、有料
になっては困ります。

142
公民館（津
田）

11月15日

有料になるのは困ります。今ま
で通りお願いします。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

143
公民館（津
田）

11月15日

公民館、福祉会館、地域セン
ターの集会場使用料に関して、
自治会とかが有料になるのは
非常に困ります。

公民館
月１回
図書館集会
室
年１２回

144
公民館（津
田）

11月15日 有料になるのは困ります。

145
公民館（津
田）

11月15日

有料になると主に利用している
高齢者の負担になってしましま
す。利用回数の多いサークルの
方達などは、かなりの負担にな
ります!!

利用していな
い

146
公民館（津
田）

11月15日

公共性ばかりにこだ
わると文化の向上は
なくなると思います。

はっきり、分かりませ
ん

はっきり、分かりま
せん

はっきり、分かりません 分かりません。 若かった３０年以上前に小平に
引越してきました。その時、小平
は老人を大事にするという言葉
を聞きました。そして、私どもは
老人の仲間入りをし、公民館を
利用させていただいています。
主人は定年後、近所の付き合い
もなく家で過ごしていましたが、
何年か前、囲碁の会に入会で
き、仲間の方々と活動に参加で
きるようになりました。これから
も若い方々と共に生きがいの持
てる小平市民でありたいと思っ
ています。

地域センター
月１回
公民館
月２回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

147
公民館（津
田）

11月15日

退職後、地域社会に
貢献したいと思い現職
の体験を生かすため
学校支援（昔遊び）保
育園支援（人形劇）等
活動している。

学校：昔遊び、昔か
らの伝統遊びを伝え
たい。子どもたちと
高齢者との接触をと
もに楽しむ。
保育園：親と離れ一
日を過ごすので、刺
激を与えてあげると
笑顔で喜ぶ。

団体A：元気で支援
できるうちが花、生
きがいに繋がる
団体Ｂ：高齢者の
生きがいの場、コ
ミュニケーションが
大切、今日行く（教
育）今日用（教養）
が大切。

あまり細かいチェックを
すると利用者が少なく
なってしまうのではない
か?かぎられた年金生
活者が多い利用者。負
担はできるだけ少なくし
てほしい。

他市と比べ公共施設、
図書館等が多く充実して
いる。小平に住み続け
たい。環境を大切にして
ほしい。

第二の人生は体験を通して活
動したり、ふれあいの場を大切
にしつつ、体力・気力・知力を失
わない場所でありたい。（ボケた
くない）
※８１歳過ぎた女性、質問の意
見と違うことを書いているかもし
れません。難しい。

地域センター
月１回
公民館
月７回
福祉会館
月２回

148
公民館（中
央）

11月16日

傾聴のボランティアの活動を広
げようとした時、まず、公民館を
利用したらどうかということにな
りました。理由は２つ。まず、利
用料がかからないこと。ボラン
ティア活動にとって、重大なこと
です。次に、傾聴を必要とする
であろう方々（高齢者や子育て
中の人）が、集まりやすいと考え
たからです。公民館の利用者が
どんな人たちかご存知ですか?
有料化すれば、利用者は減るで
しょう。ゆくゆくは、公民館をなく
したいのですか?公民館は、避
難所の役目も担っていると思っ
ていたのですが。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

149
公民館（中
央）

11月16日

・市が実態把握可能・
運営上窓口等の事務
が混乱しない。
この２項目は、視点と
しては枝葉末節の事
柄と思う。やろうと思
えばできること。

多くの市民サークル
は、健康で生き生き
過ごすことを目的に
活動している。特に
高齢者の場合は、市
民活動に参加してい
る人とそうでない人
を比較したら、介護・
医療の面で、その違
いは明らか。従って
公共性が高い低い
で決めるのは難し
い。全て公共活動の
ようなものと思う。

団体の特性で判断
するのは難しい。

面倒でも②の方法が良
い。

①公共施設は市民に対して、い
きいきと過ごし、充実した人生を
送れるようにいろいろなことを実
践する場として、どうぞ利用して
くださいということで設けられた
ものと考えています。従ってそ
の場を利用するのに利用料を
取るということはいかがでしょう
か。
②公民館などで企画した講座に
参加した人たちが講座が終わっ
た後で、｣今度は自分たちでメン
バーを募り継続して実践する場
としていわゆるサークル活動し
ています。また、市民独自の企
画として、健康・生きがいなどを
目的にサークルを立ち上げて活
動している。
③以上から利用料は原則免
除。現在、有料の場合の項目に
明らかに私的なものに見られる
場合を追加するのが望ましい。
④公民館主催講座の場合、費
用が多くかかっているのに、受
講者はほとんど負担なし。受講
者からある程度頂くべき。市民
サークルは会費として負担して
いる。

地域センター
月４回
公民館
月６回
福祉会館
月８回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

150
ルネこだい
ら

11月21日

・公平性と公正性の観
点
基本的な視点と考え
ます。但し釈迦に説法
かもしれませんが、悪
平等の弊に陥らぬた
めの配慮は必要で
す。
・市が実態把握可能
市が実態把握するこ
とは重要です。各団体
の活動は流動的なた
め、正確に実態把握
するためには、書類審
査だけでなく、常時現
状確認などが公正な
判断のために必要と
なるでしょう。市の行
政負担が過大となる
のではと懸念されま
す。

１．講座及び教室の
開催
適切だと思います。
但し指導・教育内容
の適否を精査する必
要があるでしょう。
２．市民からの要請
に応じた指導、補助
及び補佐による支援
市民からどの程度の
要請があって対応し
ているかを適切に判
断する必要があると
思います。
３．居場所づくり
適切だと思います。

概ね適切だと考え
ます。但し各団体
の活動内容は時々
刻々変化していき
ます。年度ごとに見
直す必要があるで
しょう。

先に【項１】で回答した
ように、ＩＯＴ技術の有効
活用なしには、あまり現
実的ではないと考えま
す。

10年近く前に報告書が
出たにもかかわらず、市
民にとって集会施設等
の利用は無料という意
識が定着しています。こ
の払拭には時間がかか
り、急激な制度変更は
市民の間で不満の声が
高まる恐れがあります。
少しずつ有料化の意識
を定着させるために、緩
やかに時間をかけて有
料化制度を定着させる
のが望ましいと考えま
す。5～10年間かけて目
標値に軟着陸させるの
がよろしいのではないで
しょうか。

当協会に加盟する28団体は、市
の主催事業である小平市民文
化祭の実施団体として、その運
営・支援に積極的に参加してい
ます。現状では、文化祭参加の
ための活動補助金を受け、当日
の会場使用料の100％減額措
置を受けていますが、小平市の
文化レベルに十分見合う発表・
公演を行うためには、年間を通
じて発表レベルの維持に努めな
ければなりません。そのために
は市内各所の公民館・地域セン
ター等の集会所の利用が不可
欠です。受益者負担の観点から
使用料有料化に異存はありま
せんが、
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

ルネこだい
ら

11月21日

（上記つづき）
・運営上、窓口等の事
務が混乱しない
個別の活動内容に対
して区分しようとする
場合、窓口の事務混
乱が予想されます。担
当者の個人的な裁量
により判断が揺れるよ
うなことは望ましくあり
ません。ＩＯＴ技術（Ｗ
ＥＢによる利用申請）
の導入が不可欠だと
思われます。

（上記つづき）
４．ボランティア活動
ボランティア活動の
内容によって、適切
な場合とそうでない
場合があると思いま
す。
５．市の事業の運営
支援
市の事業を支援する
のですから、当然地
域社会に利益が還
元される活動なの
で、妥当と考えま
す。

（上記つづき）
70～90％程度の減額率の検討
をお願いしたいと思います。さも
なければ、今後活動を継続でき
ない団体が出て、市民文化祭の
低調化につながりかねないと思
います。小平市民文化祭の質を
維持向上させるためにも、当協
会加盟団体の施設利用料につ
いて減額措置をご検討いただく
よう、28団体を代表してお願い
申し上げます。
地方自治体の文化レベルは、そ
の自治体の魅力度の指標とな
り、市のステータスとなります。
幸い現状では、小平市は近隣
の市町村から羨まれる文化レベ
ルを維持しています。今後もこ
の評価を継続したいものです。

151
地域セン
ター

11月18日

今までどおり「無料」で利用させ
ていただくのが一番の希望で
す。「有料」により「解散」は絶対
にしたくありません。有料になる
のならば「超低額」にしてほしい
です。（高齢年金生活者ばかり
のサークル活動です。）

地域センター
月2回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

152
地域セン
ター

11月18日

公平性と公正性の確
保、市が実態把握可
能は理解できるので
すが、運営上窓口等
の事務が混乱しない
というのは、具体的に
はどのようなことなの
か分かりません。

地域社会に利益を
還元する活動をやっ
ている公共性の高い
団体というのを限定
的に見ると、このよう
な団体はかなり数が
少ないのではないか
と思います。

公共性の高い活動を数
多くやっている団体と、
そのような活動を少しし
かやっていない団体と
で分けたらいかがでしょ
うか。

使用料上限を決めてそ
れに向かって数年間で
少しずつ上げていく方法
はどうでしょうか。利用
者も、使用料を払うため
の努力をすることも必要
だと思います。

使用料を負担することは、利用
者としては当然だと思います
が、なるべく低料金で高負担に
ならないようにしていただけれ
ば助かります。どの団体も満足
するような方法は多分ないと思
います。

地域センター
年7回

153
地域セン
ター

11月18日

使用料を負担すること
はやぶさかではない
が、施設を利用する者
としない者の負担の
公平性を図るという観
点から有料化を発送
したのであれば極め
て不合理と思う。公平
性をどうとらえるかは
いくら議論しても結論
が出ない課題と思う。
立場が異なればそれ
ぞれ異なる意見が出
るのはよくあること。そ
れを公平性でひとくく
りにするにはおかしい
と思う。

①～④まとめて。有
料にするなら原則全
ての団体が有料。公
共性が高いと自負す
る団体は、原案に
沿って自己申告する
のが良いと思う。

同左 同左 会場確保のための事務
処理の効率化を考えて
ほしい。会場が不足する
ときは、空いている部屋
の活用を考えてほしい。
例えば調理室など。

使用料は500～700円程度。部
屋で設定するなら大部屋700
円、小部屋500円。人数で設定
するなら1人当たり50～80円と
か。

地域センター
月2回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

154
地域セン
ター

11月18日

・サークルごとに月額2,000円位
負担する。
・サークルごとの参加人数によ
り、月額を決定する。例えば1～
5名、5～10名、10～15名、15～
20名、20名以上等々。
・冷暖房費としてサークルごとに
負担するよう、徐々に考えてい
く。
・現状維持でも良いという意見も
出ていました。
・高齢者の楽しみの集まりなの
で、これから先も活動したいとの
声がたくさんありました。

地域センター
月2回

155
地域セン
ター

11月18日

使用料は利用する公共性の高
い団体以外は一律に徴収しても
よいと思う。

地域センター
月2回

156
地域セン
ター

11月18日

子どもからお年寄りまで自由に
気楽に利用できる地域センター
はとてもありがたいです。使用
料は基本無料でお願いしたいで
す。特に年金暮らしの私ども
サークルでは無料はありがたい
です。有料の場合は利用回数を
少なくしなくてはなりません。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

157
地域セン
ター

11月18日

公共性の高い団体を
具体的にしてほしい。
講座や教室の開催を
無償とすると、小平市
が主催し行うものしか
ない気がする。

公共性とは、市主催
か市の外郭団体に
限られてくる。

同左 （利点）どの団体でも対
象となることが可能とあ
るが、市の事業の運営
支援とあるので、趣味、
娯楽活動はならないと
思う。

項1をはっきりした上で、
公共施設だから公共性
のある団体は無料なの
か？線引きと理解できる
ように説明会をしてほし
い。

孤独が好きな人が増えているの
に、集まる場所が有料になると
敷居が高くなる。もっと利用者が
減っていくし、部屋の空きが増え
ていく。

地域センター
月2回

158
地域セン
ター

11月18日

実績ある地域社会
に利益を還元する活
動であれば減額に
賛成します。

脳トレ効果や、心の癒しのた
め、月1回のサークル活動です。
今まで無料の使用を希望しま
す。

地域センター
月1回

159
地域セン
ター

11月18日

市民からの要請に応
じた指導。
公平性と公正性。

市民からの要請に
応じた指導

居場所づくり ボランティア 今のままで良い。 地域センター
年2回

160
地域セン
ター

11月18日

3つの視点、前提どお
りで良いと思います。

高齢化でサークル活動
も人数が減るばかり、利
用者が増えることはあり
ません。私は健康維持
のため（寝たきり）になら
ないようもう少しがんば
ります。持続可能な公共
施設でお願いいたしま
す。ぜひいろいろなこと
が有効利用できるような
公共施設であってほしい
です。

いつも地域センターを利用させ
ていただいて本当にありがとう
ございます。おかげさまで、この
年でも頑張って1日も長く元気に
していたいです。よろしくお願い
いたします。

地域センター
月4回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

161
地域セン
ター

11月18日

地域センターの使用を有料化に
する意見には賛成です。部屋の
使用料が正式に決まりました
ら、それに従います。

地域センター
月2回

162
地域セン
ター

11月18日

3つの視点、前提どお
りで良いと思います。

高齢化でサークル活動
も人数が減り、これから
利用者が増えるとは思
いません。居場所づく
り、災害時の避難場所
になったり重要な地域セ
ンター、ぜひいろいろな
ことで有効利用できるよ
うな公共施設であってほ
しいです。

持続可能な公共施設を作ってい
ただくためには、使用料は必要
だと思います。参考の実際負担
額でお願いいたします。5億5千
万円の維持費、驚きました。

地域センター
4回（単位不
明）

163
地域セン
ター

11月18日

3つの視点、前提どお
りで良いと思います。

書道とか絵手紙等、
教室等は趣味です
か？ダンスサークル
の地域の親睦を図る
ためとはいえ趣味で
すね!!

高齢化でサークル活動
も人数が減り、これから
利用者が増えるとは思
えません。居場所づく
り、災害等のとき避難場
所になったり重要な地域
センターです。ぜひいろ
んなことで有効利用でき
るような公共施設であっ
てほしいです。

持続可能な公共施設を作ってい
ただくためには、使用料は必要
だと思います。参考の実際の負
担額程度でお願いします。5億5
千万円の維持管理費で賄われ
ているとは驚きました。

地域センター
月4回

164
地域セン
ター

11月18日
おまかせいたします。 地域センター

月1回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

165
地域セン
ター

11月18日

①に書かれている視
点と同じ。プラスする
なら、地域センターと
いう、住んでいる町の
中で、学びが安価で
通える、友人もでき
る。

地域社会の中で自
分の持っているもの
を活かし、利益以上
のものが互いに受け
ることができる。

AもBも、地域の中
で元気に活動して
いくきっかけになれ
ば、様々な意味で
良いと思うが、常に
ただただ仲間内の
楽しみだけではよく
ない。

私自身ボランティア活
動をしておりますので、
それは自然の中で無理
なく理解できて、それが
自分自身の喜びになる
ことも。

団体の内容によって、負担額の
軽減してほしい。

地域センター
月6回、東部
市民センター
集会室月1回

166
地域セン
ター

11月18日

3点とも最も重要。団
体自体が運営、経営
がしっかりしている団
体でないとだめだと思
う。

誰でも参加できる教
室、スポーツ等技術
の派遣ができる、い
つでも参加自由な居
場所（開催時）、ク
リーン作戦等参加、
市の事業へ喜んで
参加できる団体、そ
うありたいし、そうで
なければいけないと
思う。

公共性があっても、
親睦会等開かなけ
れば退会していく人
が多い世の中で
す。入会時にも、何
かメリットがありま
すか？と聞く時代
になりました。健康
に生きるには、公共
性の団体でも楽し
みがないと続かな
いと思う。

実績をもとにとなると、
団体の多さと人手と時
間が大変ですね。例題
の団体A、Bともに、公
共も趣味とも混じってい
る活動が多いと思うの
で、線引きは相当困難
となりますね。

市として施設の維持、運
営はお金もかかるし大
変だと思います。利用者
は大変ありがたい場所
なので、各チームごとに
声かけあい多数で参加
するよう努力することだ
と思います。

今の時代有料化は仕方ないこと
だと思いますが、各チームどの
くらいの支出になるのか心配だ
と思います。金額も提示してい
ただくと心構えも違ってくるので
はないでしょうか。

地域センター
週5回

167
地域セン
ター

11月18日

検討されている内容
で良いと考えます。

使用料の件、反対はしません
が、世間は値上がりが続いてお
ります。私たち高齢者には収入
が増えることがありませんので、
少額の値上げでも痛手です。お
支払するようになれば補修や備
品の購入に宛てるお話ですの
で、そのようにお願いします。
（機械のテープ出入の調子が悪
いです。）

地域センター
月2回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

168
地域セン
ター

11月18日

公共性の高い団体の
基本的な考え方とし
て、記載している3つ
の視点について良い
かと思います。団体を
見極めるには難しい
団体もあるかと思いま
すが、きちんと公平に
見て決められたらと思
います。

地域社会に活動して
いる団体には利益を
還元することは良い
かと思います。

良いかと思います。 良いかと思います。 使用するに当たり使用
料を支払うことについて
は、財政問題厳しいの
であれば負担することは
やむを得ないかと思い
ます。

地域センター
月2回

169
地域セン
ター

11月18日

記述どおりで良いと思
う。

記述どおりで良い。 記述どおりで良い。 活動を見極め、線引き
が困難だと思う。

意味が良く分からないの
で、回答は避けます。

地域センター
月1回

170
地域セン
ター

11月18日

3視点で問題ありませ
んが、使用申請内容
と実態が違った場合
に、公平・公正に準拠
する仕組みづくりが必
要。

いろんなしだが、趣
味・娯楽の団体は使
用料にもよるが、利
用者の減少が考えら
れる。

異論なしの区分で
はあるが、その団
体やグループが市
に依頼して便宜を
図ってもらい客観
性が保てないので
は、公平、公正では
なくなる。

基本的に団体の属性で
活動内容が判断され、
活動内容の実績であっ
ても趣味の会は減額対
象とはならない。

その集会施設等の災害
拠点としての役割や地
域住民の利便性も考慮
して統廃合できない場合
は、その施設の有効活
用とランニングコストの
削減が先決であり、活動
メンバーが特定のグ
ループではなく広くメン
バーを集めて長期に活
動しているケースでは、
減額対象に加えても良
いのではないか。

公民館や地域センターの利用
の本来の目的や、何のために
増館してきたのか等、原点に立
ち返って市民目線で利用の在り
方を考えるべき。また、市全体
での経費削減と合わせ議論す
べきである。

地域センター
月2回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

171
地域セン
ター

11月18日

公共性の高い団体の
3つの視点には賛同し
ます。

実費徴収の考え方
が難しい。

属性から区分する
方法と、実績から区
分する方法の違い
が良く分かりませ
ん。

同左 向上させる良い方策に
ついては思い浮かびま
せんが、激変した場合
は、良い会も消滅する可
能性もあると思います。

施設を感謝しながら使用させて
いただいております。利用する
人としない人の公平性ということ
であれば、有料になった場合、
利用しない人はますます利用し
ないのではないでしょうか。利用
されてこそ活気のある施設だと
思います。

地域センター
月2回

172
地域セン
ター

11月18日

「公平性と公正性の確
保」は誰がどう判断す
るのか、基準が作りに
くく、これは無理だと思
います。

たとえば、地域の皆
さんの健康のために
オープンにやってい
る体操教室はどうな
るのか？公共性が
高いと言えるのか否
か。地域社会に利益
を還元する活動と私
自身は思うが、どう
判断されるのか分か
りにくい。

時間はかかるで
しょうが、活動内容
を把握して厳格な
基準を作り、特性
から区分するのが
良いと思う。

窓口で一つひとつの活
動内容に応じて区分す
るのは、事実上不可能
ではないでしょうか。実
際に活動を一つひとつ
確認しないと公平では
ないので。

利用者負担は仕方ない
と思うが、1年くらい緩和
措置があっても良いの
ではないでしょうか。

減額団体の基準をもっと厳しくし
て多くの団体から少額集める方
が現実的ではないかとも思いま
す。

地域センター
週1回

173
地域セン
ター

11月18日

・イスの部屋にテレビを入れてく
ださい。（カラオケ）
・和室の部屋のテーブルが重い
ため、年寄りには大変です。（出
したり、片づけたり）
・会員
　男性：92歳1人、88歳2人、83
歳1人、78歳1人（この方は下半
身が悪い）
　女性：92歳1人、90歳2人、８０
代4人、70代後半7人

地域センター
月2回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

174
地域セン
ター

11月18日

喜平地域センターで年
に1回作品展示会を考え
てください。また、会場
等でボックスがあるとと
ても助かります。

当教室は、月に1回の利用で1
回2時間くらいの間でできる作品
作りです。お友達と対話交流の
場として楽しんでおります。

地域センター
月1回

175
地域セン
ター

11月18日

「運営上、窓口等の事
務が混乱しない」とい
う文面を読んだとき、
分かりづらいと感じま
した。

3「居場所作り」につ
いて、漠然としてい
てよく分からない。

1講座及び教室の
開催の想定する団
体として介護予防
活動という風にあり
ますが、文化、芸
術、運動等、ほとん
どがこちらに含まれ
ると思いますが、そ
ういう解釈でよろし
いのでしょうか。

地域センターなどで遊
具を使って遊んでいる、
そういう場合も利用料
がかかるのか、どこの
活動に入るのか、また
入らないのか不明。

趣味で公民館や地域センターな
どで活動している内容など紹介
し参加者を募る方法や機会が
分からない、また、機会が少な
い。市も利用者を増やす活動の
手助けをしてくれると良い。

地域センター
週1回

176
地域セン
ター

11月18日

趣味として集まる団体
なので適応いたしませ
ん。①～⑥ページ、当
てはまらないです。

グループ、団体はい
ろいろ。事務的に年
齢的に対応しきれま
せん？

このようないろいろ
な活動であれば賛
成ですが、できれ
ば参加していきた
いですが、無理で
す。

いいことではあるが、事
実的に行動することが
難しい。体力的に無理
です。

具体的な情報や詳しい
情報をもっと早く知らせ
てほしい。

順番を早くしていただきたい。少
し改善してもらいたい。

地域センター
月1回

177
地域セン
ター

11月18日

趣味として集まる団体
なので適応いたしませ
ん。6ページの①～
⑤、当てはまりませ
ん。

団体Aは、いろいろと
事務手続等束縛さ
れて負担が多い。年
齢的に対応しきれま
せん。

このようないろいろ
な活動の場が増え
ていくことは賛成で
す。できれば参加し
ていきたいと思いま
す。

なかなか積極的に行動
することが大変です。
（体力もないので）

具体的に情報をもっと早
く知りたい。基本的な料
金体制とか。

毎月の場所取りは来た順番にし
ていただきたい。

地域センター
月1回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

178
地域セン
ター

11月18日

良いと思う。 仕方がないかと思
う。

良いと思う。 良いと思う。

179
地域セン
ター

11月18日

ボランティア活動とし
て、高齢者の方に向
けての椅子に座って
のゆっくりしたスト
レッチ体操を行って
います。最高齢95
歳。無理のない体操
をし、90代のお仲間
と終ったあとはルネ
小平近くでランチ。
月に2回を楽しみに
している皆様のため
に続けたいと思って
います。

教室といっても、口
コミで集まった人た
ちがそこでおしゃべ
りをすることで、頭
の体操、ストレッチ
をすることで、身体
が少し柔らかくな
る。「介護予防活
動」という固い言葉
ではなく、楽しくお
しゃべりをし、身体
を動かし、笑いのあ
るサークルというも
ので続けられたら
いいですね。

3の居場所づくり、高齢
者が2週間に1回堂々と
決まったお部屋に行き、
体操をすること、おしゃ
べりをすることなどで、
はつらつとした高齢者
になって帰宅なさる姿を
見ると、立ち上げてよ
かったと思ってます。地
域センターという居場所
を作ることで行動ができ
るってすばらしいです
ね。

今、月に2回やっているのをその
まま続けたい。少人数だったら、
有料で使用するには負担がか
かると思う。場所、時間などは、
内容によってホールでもできる
のならそれは無料で可にすると
し、5人以上になったら1人100円
くらい集めてできる程度にしてほ
しい。あまりに高いと、集会室な
どが使用されないままで、また
問題が起きるのでは？

地域センター
月2回

180
地域セン
ター

11月18日

公平性と公正性の確
保については、公共
性の高い団体として
認められた場合でも、
使用回数などの公平
さによって上限がつく
ということでしょうか。
その点が明確でない
と考えの判断がつきま
せん。

基本的には、考え方
としては良いと思い
ますが、実態把握や
許可の時点では、不
透明な部分が出てく
るのではないでしょう
か。私たちは、市の
文化行事に参加し、
文化協会、合唱連盟
に入っているので、
公共性は高いと思っ
ていますが。

同左 他市の状況や利用者の
年齢、人数など、トータ
ルでしっかり見ながらの
金額設定をしてほしい。
利用者が減ってしまうこ
とが心配。人数の少な
い団体でも活動の続け
ていける使用料金を考
えてほしい。

市は今まで市民の積極的な市
の施設利用等を促しており、急
にここにきて税金の不平等など
をうたってくるのは、基本的な考
えとしていかがなものか。しか
し、施設等のメンテナンスなど行
き届いていないことを思えば、そ
の観点からの使用料について
は納得できる。高額になり市民
の文化的活動が低迷することだ
けは避けたい。

公民館月3回
（月に1回も取
れないことも
多いので、他
施設を使った
り、有料のス
タジオを使う
こともある。）
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

181
地域セン
ター

11月18日

・市民特に高齢者が家から出る
皆さんと過ごす近くの地域セン
ターが有料となるのは反対で
す。市議会議員の人数を減ら
す、給料も下げる。他にもっと節
約を考えることがあると思いま
す。（市長、議員が身を切る。）
・何らかの形で税金を公平に使
うように、一部の地域だけでは
だめ。コミバスをどうやって西
部、上水新町、五中通り等を走
らせるかなど、（税金使って）考
えてほしい。
・市長が田植えを教えることは
良いでしょうけど、もっと他にや
ることがあるでしょう。

地域センター
週1回、公民
館1回（単位
不明）、福祉
会館月2回

182
地域セン
ター

11月18日

そもそも「公共性が高
い」の見方を、広範
囲、2次的効果、間接
的効果で捉え直す必
要がある。住民の暮ら
し（ＱＯＬ）を豊かにし
ていくという公（役所）
の業務を深く考慮す
べし。

安価で一律（きわめて安
価）か誰もが納得する使
用料の設定が必要かと
思う。

趣味活動を支えることで、高齢
者の健康寿命の伸展に寄与し、
介護に係る財政負担の軽減に
つながることを考えると、狭義の
公共性を振り回すのはいかなる
ものか？趣味の地域への還元
ができることのポイントも大きい
と思う。住民の楽しみの追求を
拡大させていくことが大切だ。

183
地域セン
ター

11月18日
※別紙あり　104頁以降参照 地域センター

月2回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

184
市ホーム
ページ

11月16日

誰もが入れる公民館
で活動している以
上、公共性の高い団
体です。地域社会に
利益を還元すること
ですが、子育て世代
が集まって活動して
いるだけで既に還元
しています。ワンオ
ペ育児になり誰の手
も届かず悲惨な事件
が多々発生していま
す。公共サービスが
届かなかったのは何
故かと騒がれていま
すが、育児サークル
があれば孤独を防ぐ
１つの選択肢になり
ます。ママ達が声を
かけあい活動してる
ことは市の魅力で
す。

有料化反対です。 100パーセント減額で
す。

有料化により閑散とした
ハコモノ状態の公民館
にしたところで使われな
いハコモノでも維持費は
掛かります。それより5
億8千万円で市民が交
流し様々なものが生ま
れて行く中で市の財源
が増えるような若い世代
にも愛着を持ってもらえ
る市を作って下さい。そ
れが利用者の利便性を
向上させる事に繋がりま
す。

公民館活動が盛んな事は小平
市の魅力だと思う。それを衰退
させるより利用してもっと魅力あ
る市にしていただきたいです。

公民館月4回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

185
市ホーム
ページ

11月17日

良いと思います。 市民の誰でも参加で
きる活動を行ってい
る団体は公共性が
高いと思います。

実際に団体の公共
性が高いか低いか
を誰がどのような基
準で判断するのか
難しいと思います。

個々の活動内容に対し
て公共性が高いか低い
かを窓口で判断すると
利用者から不満が出て
くると思います。
また、申請された活動
内容と実際の活動内容
が合っていることを確認
するのも大変だと思い
ます。

施設の利便性向上を具体
的に示すことが、使用料負
担の理解を得ることにつな
がると思います。
■現在、公共施設予約シ
ステムがありますが、地域
センターも含め全ての集会
施設がインター市ホーム
ページで予約できるように
して、空いている集会施設
がすぐ分かるようにする。
■Wi-Fiを全施設で使用で
きるようにする。Wi-Fiが1
時間で切れると会議などの
進行が妨げられるので、
Wi-Fiの使用時間は連続3
時間以上可能にして欲し
い。

公民館と地域センターの区別を
無くして統合した施設にして、市
民が施設を共有できる多目的な
使い方が施設の効率的な運営
につながると思います。

地域センター
年に5回、公
民館 月に7
回、小平元気
村おがわ東
月に3回、福
祉会館 年に5
回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

市ホーム
ページ

11月17日

（上記つづき）
■プロジェクターを部屋に
常設する。プロジェクター
の貸し出しではなく、部屋
に常設すればいつでもプロ
ジェクターを使用できてとて
も便利です。また、会議等
で配布する紙資料を減らす
こともできます。
激変緩和措置として、
■集会施設の使用時間を3
時間単位にして9:00～
12:00、12:00～15:00、15:00
～18:00、18:00～21:00の４
つに区分する。そうすれば
使用料も下げられる。
■利用コストの一律1割負
担で3年間実施して、その
後、改めて見直しを検討し
てもいいと思います。

186
市ホーム
ページ

11月19日

公共性の高い利用に
ついて減額を検討さ
れていることには賛成
です。

学校、保育園、学童
保育、町内会などに
関係する団体(PTA、
父母会、消防隊)に
ついては、現行の無
料に近い減額をして
もらいたい。有料に
なることで、必要性
の高い会合が行わ
れなくなることは、大
きな不利益と思いま
す。

一つでも公共性が
ある活動をしている
からと、趣味的講座
が主として行われ
ているものを認める
となし崩しになると
思う。

内容での分類は難しい
と思う(名目と内容が解
離したものもあるので)。
団体自体に公共性があ
るかどうか、団体が関
係する市の機関等から
の推薦を受けて申請す
ることにすることはどう
かと提案したい。

利用者負担額がどのく
らいの額かが示されな
い中で影響がわからな
い。老朽化している施設
も多く、そのために子ど
もが怪我をしたこともあ
るので、修復などに負担
したものを使ってもらい
たい。

趣味のサークルでの利用の場
合に高額ではない負担が生じる
ことは仕方ないかと思います。
一方で、PTAなどの活動のため
にこれ以上の負担が生じるなら
ば、活動自体を辞めよう、縮小
しようという意見も出ると思いま
す。
真に必要な活動を公共性があ
ると選べるような方法にしてもら
いたいです。

公民館 月２
回
地域センター
年４回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

187
市ホーム
ページ

11月19日

難しい言葉を使われるとわかり
にくいですが、公共施設が有料
となると地域センター等を利用
しにくくなり、より一層市との関
わりが若い世代には遠くなる気
がします。地域センター等が遠
い存在となってしまう気がしま
す。

月一回以上
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

188
市ホーム
ページ

11月20日

公共性の高い団体
は、市の為、地域の為
に行っておりいわば公
務員の補助をしている
団体と考えるので、減
額ではなく、現状の無
料にしていかなけれ
ばならない。これを読
んでいる貴君は金を
貰って読んでいるよう
なものだが我々は、自
身の生命の時間を
削って書いている。
減額区分ではなく免
除区分にすべきであ
るので設問がナンセン
ス。

市役所から補助金
が出ている団体は、
公共性が高いと考え
なければ市が補助
金を出している意味
がわからなくなる。そ
の他、防災や子ども
会・自治会・各種
PTAと同種団体・公
的学校の組織や機
関など自己の為では
なく他者の為に存在
する団体。そういっ
た団体は、免除にす
べきである。

課題の中に、＜公
共性の高い団体で
も親睦的な活動を
行う場合が課題＞
と出ていたが、公共
性の高い団体だか
らこそ親睦を深め
ていかなければ活
動が出来ず崩壊し
てしまう可能性があ
る。宴会していても
好きでやっている
わけではない。好き
で出席しているわ
けでもない。心して
欲しい。

性善説で対応すべき。
疑わしきは、罰せずが
基本。

利用者の利便もだが、
常に現金を持つようにな
る施設の負担や金銭を
回収する人件費、キャッ
シュレス化の導入にして
もその信頼性と導入金
額。金庫の設置、セキュ
リティーについての負担
の考慮はあるのか？利
便は公僕皆さんの利便
も考えなければ我々の
税金の無駄遣いにな
る。

臭い・汚い・暗い室内の公民館を嫌う子
ども達に公民館に足を運んで貰えるよう
努力をしてきた。少しづつ若い人たちの
使用も増えてきた。また増えるように促
進している。近い将来４人に１人が高齢
者になる事態で市民の認知症発症リス
クが高まっている。（公）さわやか福祉財
団の資料（日本老年学的評価研究プロ
ジェクト高齢者112,123人の回答）による
とボランティア等地域組織への参加割
合が高い地域ほど認知症リスクを有す
る後期高齢者の割合が少ない・スポー
ツ組織への参加割合が高い地域ほど転
倒した事のある前期高齢者が少ない・
趣味関係のグループへの参加割合が
高い地域ほど鬱が少ないとの研究がな
されている。この全ての事例は公民館
はじめ公共施設での活動に合致してい
る。今回の目の前の数千万円の利用料
徴取が介護保険料・社会保険料の伸び
を押し進める原因になる事は明白であ
る。また、10億円以上かけて作られた新
しい仲町公民館とユニバーサルデザイ
ン化に対応していないエレベーターの無
い公民館と利用料が同じと言われても
公平感を市民は感じない。

行きたくて
行っているわ
けではない
が、多くの用
事ややらなけ
ればいけない
ことがあるの
で週にどこか
の施設に４回
は行かざるを
得ない。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

市ホーム
ページ

11月20日

（上記つづき）
ゴミ有料化で「ゴミが減った」といっても
その分放置されているゴミが増えてい
る。今まではボランティア精神でゴミ拾
いを出来たし、子どもにもゴミ拾いをさせ
て地域の清掃を心がけるよう呼びかけ
られたが、今は「ゴミは拾ったら負け。金
払え」と教えなくてはいけない現実を行
政は考えたか。町が汚くなった。
公共施設利用料という小さなコップの中
で金の勘定していても全体を見れば心
まで汚くなり介護保険料が増える大局を
見るべきである。
そして、もう少しわかりやすい文書の作
成が出来る財政課職員を配置すべきで
ある。どうせ「わかりやすい文書」の意味
もわかんないんだろうと思うから安心せ
よ。これは嫌味だ。それぐらいわかれ。
だいたいこの文書だって公表もされない
だろうしIPアドレス管理もしていないだろ
うから皆さんに都合のいい内容ばかりコ
ピペして集めてるんだろう程度しか考え
ていない。本当の公平って何だ。せめて
秘書課と連動してこのような情報を市民
に発信する努力もしないのは公平性を
欠くし、税金の無駄遣いだ。
地域センターより公民館の利用料を高く
して利用率を下げ、利用者が少なくなれ
ば公民館を潰すシナリオが見える。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

189
市ホーム
ページ

11月20日

受益者負担の原則は理解する
が、そんなことしたって市の財政
的には焼け石に水。
5億8千万というが、一般会計
630億の1％未満。その程度の
額を、市民を苛めて回収したっ
て焼け石に水。
もっと本質的な議論をしてほし
い。
アベノミクス効果で不交付団体
になる市が増えているのに、小
平市は未だに交付団体のまま。
実に情けない。
奇手に頼らず、産業を活性化し
て、税収増加をはかるのが財政
健全化の本道。
上杉鷹山しかり、二宮尊徳然
り。
家庭ごみの有料化といい、公共
施設の有料化といい、安易に取
りやすいところから取るんじゃね
え！
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

市ホーム
ページ

11月20日

（上記つづき）
まずは産業振興！大消費地に
近いという小平市の強みを生か
して、近郊観光などの新産業を
育てることが肝要。
事業税法人税が今より上がれ
ば市の財政は豊かになって、福
祉にも環境保護にもお金が回せ
るようになる。
市にノウハウがなければ民間の
知恵を借りればよい。
国立市ではＰＦＩを活用して税収
を確保している。
市が収入を得る手段は、使用料
以外にもたくさんある。
安易なやりかたで数少ない小平
市の美点を失わせるな！
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

190
市ホーム
ページ

11月20日

公共の集会施設の利用料金負
担について

小学校の保護者です。
毎年 地域センターなどで 年度
始めに 学年保護者が集い 茶
話会などで親睦を深めるために
利用させていただいておりま
す。
年度始めにクラス委員会で利用
場所での登録をして
茶話会、係の集まりなど 予約を
しての無料使用で場所を貸して
いただく事が とても保護者に
とって大切なことで、安心して時
間を使うことが出来 いろいろな
相談や準備をすることができり
と思います。
学校の教室は、授業などで使用
もあり 決められた時間でしか利
用できないことも多くあり
集会施設を登録することによっ
て希望の時間でお借りすること
が可能な場所が有料になるとい
うことはこれから先の このよう
な学校関係での利用場所がなく
なってしまうことです。
集会場が有料になりますと 保
護者も集まりにくい状況になりま
すので、クラス委員会の一意見
としましては有料化反対です。
徴収も困難です。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

191
市ホーム
ページ

11月21日

公平性・公正性を判断
するのは誰でしょう
か？その方の価値観
が必ず入ってきます。
その方に忖度するよう
なことがおこりかね無
いのではないでしょう
か？市が実態把握す
るということは、大げさ
に思われるかもしれま
せんが、図書館でど
のような本を借りたか
は、思想の自由で図
書館の方は他の人に
伝えてはいけないの
です。その事と同様の
匂いを感じます。

５つのことがありま
すが、それは良いと
思います。しかし開
かれていなくても、お
互いの結びつきを強
めることで、幸せに
なり、日々豊かにな
ることがあります。そ
の時に収入の格差
によって、公民館を
利用できなくなるの
は大変な損失です。
一人一人のささやか
な幸せが地域を明る
くすると思います。

審査基準に客観性
があるとあります
が、そんなにわかり
やすい団体ばかり
でしょうか？誰が判
断するのか？客観
性があるとはなか
なか思えません。

一つの団体でも色々な
活動があるので、このよ
うな区分が生じると思い
ます。窓口の事務が混
乱すると思います。その
ためにもこれまでのよう
に利用料の負担はない
方向で。

小平は東西に広く、これ
から4人に1人が老人に
なるということから、無料
で利用できる公共施設
を減らすのではなく、歩
いて出かけられる所に
ある公民館や地域セン
ターが大切になってきま
す。もし施設を減らすな
らその代わりに小学校
の空き教室を宛てるなど
工夫して市民の健康と
豊かな暮らしを守って欲
しいです。

無作為に選ばれた2,000人の方
の世論調査で７割の方が有料
化を望んでいるとありますがそ
の調査の方法で良いのでしょう
か？有料化の理由の説明をき
ちんとして欲しいです。有料化
前提で話が進んでいることが残
念です。市民の幸せの為、健康
維持のため、これまで通り分け
隔てなく、誰もが安心して公民
館、地域センターなどを利用で
きることを前提に、財政難である
なら、市の全体の財政を話し合
うべきだと思います。

時期によって
ことなります
が、公民館
年４回ホー
ル。音楽室や
音が出せる
部屋を年１０
回。学習室を
年１０回。私
は年齢が５０
代です。高齢
者の方が健
康を維持し、
病院に行く回
数が減るた
めにも、公民
館などの市
民活動を無
料ででき、市
はそのことを
推奨して、明
るい小平を
作ってくださ
い。

192
財政課に電
話あり

11月22日

高齢者の活動 メンバー全員が75歳
（後期高齢者）以上
の団体。または、メン
バーの平均年齢が
75歳以上の団体。

会を代表して電話した。90歳代4
人、80歳代がほとんどのサーク
ル。障害者もいる。会費1,200円
/年の負担だけでも厳しい。有
料化は仕方ないが、項1・2の団
体は9割減額としてほしい。

地域センター
月2回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

193
財政課宛て
メール

11月21日

日頃お世話になっております。
長年、定期利用で各公民館を利
用している市民です。
先日、公民館で今後利用が有
料になるというチラシを目にいた
しまして、驚いているところで
す。しかも文面からは有料化は
既成であり、今後その減免割合
を市民と相談していきたいとも
取れる文章でしたが、そういうこ
とで間違えはないでしょうか？
現在利用してますと、大半はお
元気なご高齢の方とお子さん連
れのお母さん方をと見受けま
す。つまりは、年金や配偶者の
収入から遣り繰りして生活して
いる方が多いかと思います。公
民館はそういった方のささやか
な楽しみ、安堵の場だと考えま
す。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

財政課宛て
メール

11月21日

（上記つづき）
小平市の財政難は耳にしていま
すが、何もその解決策がその方
たちに向けられる必要はないの
ではないでしょうか？今一度矛
先を変えて考慮していただけな
いでしょうか？
また、無料→有料は、明らかに
徐々に値上げされていく図式を
はらんでいます。いい例が消費
税です。少額の有料と無料は大
きな違いです。
小平市に長年住んでおりまし
て、グリーンロードや玉川上水
などの豊かな環境とともに、多く
の図書館と公民館(特に無料保
育)は小平市特有、どこにも誇れ
る財産だと自負しています。どう
ぞ、他市と同等などという浅は
かな名目で有料化するのではな
く、これを売りに若い世代に住
居を構えてもらえる市政にして
いっていただきたいと強く要望し
ます。
長文にて失礼いたしますが、今
後とも小平市の明るい未来を共
に考えていきたいと思っており
ますので、どうぞよろしくお願い
します。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

194
財政課宛て
メール

11月22日

　市の説明会にも参加し意見を
述べましたが、今回の説明は利
用者負担の見直しの観点のみ
で、公民館などの施設を使用す
る団体やその活動の公共性の
高さ（低さ）をどのように判断す
るかの意見を市民に求めていま
す。ここには大きな問題点があ
ります。
　第1に、市（行政）が市民・住民
の団体やその活動の「公共性」
を判断することはできないし、し
てはならないことだと思います。
市（行政）がそれをするならば、
限りなく行政が市民の団体・活
動を管理することになります。管
理は統制に結びつきますから、
民主主義社会の根幹を侵すこと
になります。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

財政課宛て
メール

11月22日

（上記つづき）
第2に、素案では使用料は「利
用する方と利用しない方との負
担の公平性の観点から設定」し
ていると述べ、負担の公平性を
理由にしています。しかしこの論
理でいけば、税金で建設された
市役所を毎日利用している方
（たとえばトイレを頻繁に利用し
ている方）は誰ですか？　市の
職員の方です。利用している職
員の方から「トイレ利用料」を取
るのですか？　おかしな話に聞
こえますが、これと同じことを素
案は述べています。公平性の論
理は成り立ちません。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

財政課宛て
メール

11月22日

（上記つづき）
　第3に、公共性を言うならば、
高齢化や格差・貧困が広がる中
で、いまこそ公民館等の公共施
設が公共性を発揮し、住民や住
民団体と共同し、住民の生きが
い・暮らし・成長にどのように貢
献できるのか――その具体案を
示すことが公共性ではないで
しょうか。そうすれば、市民・住
民からもさまざまな意見も出てく
るでしょうし、住民との共同、住
民自治も強まるのではないで
しょうか。利用料を上げると、住
民・市民団体が使いにくくなり、
それだけ住民自治の力は衰え
てしまいます。小平市は、その
点で行政としても職員の方もが
んばってきた市だと思いますの
で、期待するところです。
　第4に、利用料については今ま
で通りとしてください。

195 福祉会館 11月21日

基本的に利用者負担
の見直しは昨今の情
勢を鑑みるに不可避
だと思う。「公平性」、
「公正性」の区分けは
問題ないと判断でき
る。更に、「使用頻度
の必要性」を加味して
「平等性」を考慮して
はどうか。

団体メンバー以外の
市民と定義されてい
るが、個人的参加活
動資格のガイドライ
ンは？②の支援内
容が曖昧と思う。ど
の程度の支援なの
か、もう少し明確に
かつ詳細に作成す
べき。

活動内容と書面か
ら「公」と「趣」との
区分けは線引きが
難しいのでは？（そ
の解釈に人によっ
てはバラつきが出
る）→運営方法？

この選別方法は実態に
即応している感がある。
但し、「公」「趣」の区分
作業の基準のマニュア
ル化が必要では。

向上させる方策の構築
のため、他地域での活
動実績を公表し広く意見
を求めるのも一案。

小平小川元
気村おがわ
東
月3回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

196
財政課宛て
メール

11月20日

公共施設の使用料負担見直し
について知り、連絡させていた
だきました。現在一歳の子供が
いますが、公共施設をサークル
活動で利用させていただいてい
るおかげで、毎日楽しく生活す
ることができています。
公共施設を利用することがなけ
れば、父の介護と育児でストレ
スが溜まり、自分がどうにかなり
そうでした。また、子供の習い事
となるとお金もかかり、経済的に
余裕がない我が家では、公共施
設のサークル活動がなければ
今頃どんな毎日を送っていたの
だろうとゾッとしています。それ
ほど、私にとってとてもありがた
い存在です。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

（上記つづき）
公共施設の維持管理費につい
て、免除していただいているとい
う現状を維持していただだける
とありがたいです。使用料が発
生すると我が家の経済状況で
は、サークルを続けられませ
ん。
また、施設を利用する人としな
い人との負担の公平性も考えら
れているとのことですが、公共
施設を利用する人は、現在働い
ていない人、体調面で働くことが
難しい人、ご高齢の方などが多
いかと思います。使用料を払う
ことになれば、サークル活動や
何か施設を使用することも減っ
てくるのではと思いました。
わたしは小平市にこれからも住
み続けていきますので、より住
みやすく、地域の人との繋がり
が広がりやすい街になっていっ
てほしいと思っています。
ぜひこのまま使用料が免除され
るようお願いいたします。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

197
財政課宛て
メール

11月19日

①減額区分を明確化
する上での３つ（・公
平性と公正性の確保・
市が実態把握可能・
営上、窓口等の事務
が混乱しない）の視点
については判断基準
として概ね適当だと考
えています。

『団体の互助的(ご
じょてき)な活動では
なく、団体メンバー以
外の市民を対象とし
た、以下の５つ』 以
外に　その他という
項目　も追加しても
良いのではないかと
考える。

・公共施設を利用し
た趣味娯楽活動を
行う場が減ってしま
うのではないかと考
える。
・利点・課題などを
実施後も定期的に
検討・見直しのサイ
クルをする場を設
置していく事が必要
だと考える。

利点・課題などを実施
後も定期的に検討・見
直しのサイクルをする
場を設置していく事が必
要だと考える。

丁寧な市の対応が求め
られると考えます。

今回の様な意見交換会を再設
定して、丁寧に小平市民の声と
すり合わせて、判断して頂きた
いです。

地域センター
週3回、公民
館週3回、図
書館集会室
週1回、福祉
会館月2回

198
財政課宛て
メール

11月22日

はじめまして。
公共施設の維持管理費につい
て、一市民として意見を述べた
く、連絡させていただきました。
既に多くの意見が届いているか
と思いますが、そもそもどのよう
な経緯で今回の問題が提議さ
れたのか不明ですし、一方的に
見直ししますと言われても信頼
性のない表面だけの言葉と対
応で、誠に遺憾であります。
私は月に3回、サークル活動で
公民館を利用させていただいて
いますが、子連れとしては大変
助かっております。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

（上記つづき）
個人としてもサークルメンバー
の総意としても、今後とも免除
措置をしていただければと思っ
ております。
チラシに謳っている「未来のた
めに」という言葉の通り、小平市
の未来のために役所と市民が
何をすべきかをお互いに考えて
いく機会と時間を多く設けてい
ただければ大変幸いです。
何卒よろしくお願い致します。

199
公民館（花
小金井南）

11月16日

質問の内容が難しく、理解でき
ないところがありました。公民館
の維持管理のため利用者の使
用料などの負担は仕方ないと考
えています。

公民館
月２回

71



Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

200
公民館（中
央）

11月17日

有料化が前提となっ
ている質問ですし、こ
のアンケートの設問全
てがわかりずらく、意
見を広く集めるという
主旨に反しているよう
に思います。

公共性が高いかどう
かの判断など下せる
わけがありません。
何がどのように社会
に作用するかなど、
人間の浅い知恵で
計ることはできませ
ん。

区分を判断する人
によってもバラつき
ができることが考え
られ、公平でないと
思います。

料金体系がややこしくな
りすぎて、事務手続きを
する人も判断に迷ったり
と良くないと思います。

公民館を有料化すること
が前提になっている方
策については、意見は
ありません。

私は長年、うつ病や対人恐怖な
どがあり、人との関わりを避けて
きました。３年前にある団体の
集まりに参加するようになり、そ
こから、つながりができて、いく
つもの公民館活動に参加するよ
うになりました。使用する人とし
ない人の公平性を保つためとい
う理由には、納得がいきませ
ん。今使ってない人もいつどの
ようなきっかけで使うかもしれ
ず、それによって、その人の人
生や社会全体が変化する可能
性ははかりしれないからです。

公民館
月６回
小平元気村
月３回
福祉会館
年５回

201
公民館（小
川西町）

11月21日

市の行事の協力参加団体で
す。市への無料奉仕活動の会
議などに利用しているので免除
してほしい。障がい者の交流の
場がなくなってしまう。

福祉会館
月１回

202
公民館（仲
町）

11月21日

妥当な視点と思いま
す。

課題の親睦的活動
は原則認めない。
趣味・娯楽活動で
の公共性の高い活
動は継続性（計画
性）をもてば、申請
（個別審査）を行う。

手続きの煩雑さある以
上、継続性・計画性、実
績確認などの検討（年
内活動について）を経た
うえで認定する。

実施する場合は、実施
期間（最長で１年程度）
を設けることが必要、か
つ、実績評価も大事（参
加者数など）

公民館
月３～４回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

203
公民館（中
央）

11月21日

利用する人としない人の公平性
というが、図書館、公園なども利
用する人としない人がいる。もっ
といえば、障がいの方の支援や
乳幼児、老人福祉などにも税は
使われていると思うが、それも
みな平等の額を受け取っている
訳ではない。必要な人に必要な
ものを受け渡すことが大切だ。
小平市は市民活動が盛んな所
がとてもいいと思う。それは、大
きな駐車場がある中央公民館
の役割もあってのことだと思う。
活動しやすい街、小平のために
も有料化は反対だ。国分寺市も
有料化は反対によりなくなった
と聞く。小平市にも賢明な判断
を求める。

公民館
月２回
小平元気村
月１回

204
公民館（中
央）

11月21日

有料化反対です。無料だからこ
そできる、始められる、続けられ
る、そんな活動があります。市
民の活動の場を減らさないで下
さい。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

205
公民館（中
央）

11月21日

２番目３番目の項目
が入っている理由が
分かりません。・市が
内容を把握する必要
があって、どのように
判断するのかが不
明。・窓口は活動を支
援するものだから、そ
の面倒さや大変さで、
費用を分けるのはお
かしいと思う。

？ 一つ一つチェックす
るのにお金がかか
るので止めるべきと
思います。

一つ一つチェックするの
にお金がかかるので止
めるべきと思います。

使用料は安い方がいい
ので、利用者の負担を
軽くすべきと思います。

人が減るので税金も減る。なら
ば、施設の管理費や人件費を
削減すべきと思います。できると
ころはボランティアに参加しても
らうなどは実施されているので
しょうか。

地域センター
年２回
公民館
月２回
福祉会館
年１回

206
公民館（中
央）

11月21日

資料のとおりでＯＫ
です。

公共性をやる頻度
が問題です。年１回
でもやれば、対象
になるのか、複雑
になりますが、加重
平均的配慮も必要
かもしれません。

項３と重複した答えにな
ります。

制度を複雑にするのも
問題です。市外の人が
大部分でも使っている団
体もあるやに聞いていま
す。団体を把握するの
は困難です。

当たるよう、名称を少し変えて
複数申し込み、部屋を確保する
団体もあるようです。キャンセル
料を取ると、これがなくなると思
うのですが。大部分が市外の人
のグループもあるようです。こう
いうグループは料金を高くすべ
きです。

公民館
月２回
小平元気村
月１回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

207
財政課宛て
メール

11月24日

英語サークルで公民館を月２回
使用しています。
教室はいつも掃除が行き届き気
持ち良く学べます。
お掃除される方の研修費・報酬
等は市から支払われてますか
ら、財政の厳しさも解ります。
今、高齢化社会に突入し、高齢
者医療費が財政圧迫してる中、
市の財政を支えないと、益々市
民サービスが低下してくるので
はと心配になります。
そして、１０年２０年後、財政を
支える子供達にしわ寄せくるの
では、未来が暗くなり、住みたい
街から遠くなります。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

財政課宛て
メール

11月24日

（上記つづき）
今、国の財務省が気をもんでる
のに、政府は一向に財政健全
化になるどころか、借金を増や
しています。
公共性の高い団体・趣味娯楽の
団体の区別が難しいと思います
が、市民が利用料負担して行く
方向に賛成です。
しかし、高齢者（生きがい・居場
所作り・外出の機会減少・認知
症予防等）の費用負担が厳しい
サークルは申請で今までどおり
の無料を検討して頂きたいと思
います。

208
市ホーム
ページ

11月22日

NPO認定団体の活動
は今までどおり減免し
ていただきたい

複数の人が集まり何
かをすること自体が
公共性をつくる。地
域社会に利益があ
ると考えます。公民
館を利用すること自
体が公共への参加
ではないでしょうか。
利用しない人には利
用を進めたい。利用
したいと思う公民館
にしたい。お金がな
い人でも集まれる場
が必要です。

課題として出ている
通り区分は困難で
ある

会合の内容を職員が点
検したり判断することは
むずかしいので、申告
者の判断に任せたい。

もしどうしても有料化し
なければならないなら
部屋ごとの金額ではなく
利用者の数×定額料金
にした方が会計的にや
りやすい。大きな部屋を
使用人数で割って負担
するのは大変。イベント
の会計もやりやすい。

子どもと老人の利用料は取らな
いようにするのが公共福祉の理
念にかなっている。

地域センター
公民館　元気
村　福祉会館
など　　月6回
ほど
　委員会や実
行委員会や
イベントの開
催に利用す
る
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

209
市ホーム
ページ

11月22日

有料か否かの判断基
準は、市民のその活
動が、社会教育や地
域の共同・連帯・自治
の発展のための活動
か、民間会社の営業
活動に準ずる活動
か、ぐらいの判断基準
でよいと思う。集会所
提供時の「高い低い」
の判断やその基準
は、最小限にすべきと
思う。新たな減額方法
という発想や接近その
ものが現状では不要
と考える。「見直し」と
称するが、実態は、行
政による市民活動の
恣意的な仕分けや一
方的な判断の横行を
許してしまう、という弊
害を生むと思う。

公共性が高いか低
いかではなく、民間
事業者の活動か、市
民各層の自発的、安
価な文化・自治活動
か否かだけの判断
で十分。そういう大
まかな最小限の市
民的な活動を信頼す
ることも自治体の責
任と考えます。新た
な減額方法の検討
は不要と考えます。

市民の活動にとっては、
古くて重い机やいす、旧
式の諸調度、冷暖房器
具などの改善などを積
極的に行ってほしい。快
適度、使いやすさ、など
を市民に問うことこそ自
治体の役割と考える。自
治体や政府の財政困難
は、市民生活が原因で
逼迫したのか?財政・政
治の一番の仕事をつか
さどる段階での税収・税
活用の仕方が問われて
いるのではないか?市民
の責任ではないことだけ
ははっきりしている、と
考えるので、この見直し
にもお門違い性を感じま
す。市の財政が楽なの
だとは全く思っていませ
ん。

西部市民セ
ンターの公民
館、図書館、
は月に２～３
度活用。出張
所も年に４～
５回か。地域
センターは、
小川西、同中
宿とも月１回
ぐらいで、利
用させていた
だいておりま
す。中央公民
館、東部市民
センターも月
に１～２度の
頻度です。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

市ホーム
ページ

11月22日

（上記つづき）
愛知での公共施設で
の使用不可と国の支
出金の支出差し止め
事件が発生している。
こうした動きにつなが
る恐れを感じます。こ
の事件は、結局、公共
施設の貸し出しに、そ
こで行われる行為や
イベントの中身の判断
が伴い、色付けを行っ
た結果だったと思うの
です。市が５億円余の
支出金額まで出した
説明には、説得力は
ありません。以上を申
し述べます。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

210
市ホーム
ページ

11月22日

そもそも有料化になる
かの、検討時間が短
すぎます。
一方的に決めつけら
れ、説明会の用紙も
配られず、いつのまに
か終了していました。
しかも子持ちの母親
には難しい時間帯、保
育なしで配慮があまり
にも欠けています。

公共性が高いとか、
低いとか関係ないと
思います。
小平市に住んでいる
人は、皆んな平等で
す。

区分することは出
来ないと思います。

これも区分することは出
来ません。

今まで通りを強く希望し
ます。
公民館などを自由に使
うことが出来なければ、
小平市に住む方も減り、
更に税収が減るので本
末転倒だと思います。

有料化に強く反対します。
公民館を使わせて頂いているこ
とは、非常に感謝しています。
しかし、公民館のお祭りなどは
皆参加し役割をこなしていま
す。
もし有料化になれば、手伝わな
いという人も出てきて、公民館
の運営に関わってくると思いま
す。

子連れで小平市に転入してきた
時はサークルや講座があり、す
ぐに地域に馴染めて助かり、人
にも小平市をオススメしたくなり
ました。
しかし、今回の件が決まればも
うオススメ出来なくなります。

なので、お願いなので今のまま
でよろしくお願い致します。

仲町公民館
月に三回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

211
市ホーム
ページ

11月22日

市民活動団体はすべ
て公共性の高い団体
である。市民は自分た
ちが住む小平のまち
をより住みよいまちに
するために活動を続
けている。「公共性の
高い」「低い」を一体誰
が判定できるのか。

「趣味・娯楽を目的と
する団体」は「地域
社会に利益を還元
する活動」を行って
いないような表現に
なっているが、果た
してそうか？　それら
の団体の活動も元
気な市民をつくると
いう点で地域社会に
利益を還元している
と思う。

誰もこのような団体
の属性から判断す
ることはできない。
非常に難しいことに
なる。例えば、居場
所づくりのガイド
ブックに載っていな
い居場所もあるか
もしれない。

8ページに書かれている
ようなことを基準にする
と、団体の自由な活動
がしにくくなる。想定す
る活動しか認めないと
いう方向になってしまわ
ないかと疑問に思う。市
は市民との協働を言い
ながら、実際には市民
の活動を制限し協働し
ないことを望んでいるの
か？住みよいまち小平
にはならない。

激変緩和措置とは業界
用語か。高みからの言
葉づかいに思われる。
激変だと思っているのな
ら、なぜ市民活動団体
が明らかに困る、利用
者負担の見直しをして
活動をさせない方向にし
ようとするのか？利便性
を向上させる方策は決
まりをつくりすぎないこ
と。

施設を利用する人と利用しない
人との公平性の観点から・・・と
あるのは、小平市民が全員施
設を利用しなければならないと
しているのなら成り立つ。実際
には利用は自由だから公平性う
んぬんを言うのはおかしい。世
論調査で7割の市民が有料化に
賛成というのは有効回収率は
51.6％なので、信頼性に乏し
い。施設管理に5億8千万かかる
というのはほとんどが人件費な
ので、利用者負担を見直して市
民からお金をとってもほとんど
効果がない。利用者負担の見
直しに反対する。税金を払って
いるのだから減免措置を続けて
ほしい。

地域センター
年に数回、公
民館月に10
回以上、元気
村週に2-3
回、東部市民
センター年に
3回ほど、福
祉会館年に
数回

212
市ホーム
ページ

11月22日

地域活動を豊かにする為、高齢
者の健康寿命を伸ばし、介護保
険料の高騰を防ぐ為に公共施
設はあるべきだ。健康寿命に関
しての考え方は、平成20年には
まだ浸透していなかった考え
方。古い常識での調査に意味は
無い。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

213
市ホーム
ページ

11月22日

公共施設を利用する
全ての団体、サーク
ル。
①自治体財政は収支
の帳尻合わせをする
ことが目的ではなく、
住民一人ひとりの人
権を財政的に支えて
いくためのものでなけ
ればなりません。限ら
れた財源のもとで、い
かに住民一人ひとり
の権利を実現させて
いくのかが課題とされ
る必要があります。

公共施設を利用する
全ての団体、サーク
ル。
②5つの活動だけで
なく、公共施設を利
用する全ての活動が
地域への貢献活動
だと考えます。講座
の開催や市の事業
の運営支援等、立派
な活動だけが、地域
への貢献ではないと
考えます。目に見え
る活動や内容だけで
判断できません。高
齢者が公共施設を
利用することにより
健康に過ごせること
が、市の何よりの財
産です。多様化の時
代、社会から何とか
はみ出ないで生きて
いける人の居場所
があるだけで、立派
な地域貢献です。こ
れらの役目が自治
体の役割です。

公共施設を利用す
る全ての団体、
サークル。
③今回の利用料を
いくらにするかの意
見交換会は、平成
22年12月に提出し
採択された請願内
容を無視した進め
方で承服できませ
ん。特に、この設問
のように市民を分
断する項目は格差
社会を助長し、弱
者を排斥する項目
で、全て国民は健
康で文化的な最低
限度の生活を営む
権利を有するという
憲法25条第1項に
反する内容です。
自治体がこのよう
な設問をすること自
体不謹慎です。

公共施設を利用する全
ての団体、サークル。
④市民活動に実績を求
めてはいけません。昨
今安倍政権の影響で、
民間理論、市場論理の
持ち込み傾向が強いと
感じます。これは民主
主義の危機です。中央
政府に対する地方政府
として地方自治を守る
気概はありませんか？
公共施設とは何か、公
民館とは何か、という根
本的な趣旨に立ち戻
り、市民の幸せを作り出
すのが自治体の役目だ
と見直しをして下さい。
利用料の見直しではな
く財政全体の見直し、自
治体活動のあり方の見
直しこそ必要です。

公共施設を利用する全
ての団体、サークル。
⑤激変緩和措置と利用
者の利便性の向上とは
全く逆の設問でその意
味が分かりません。利用
者の利便性の向上は、
とにかく無料での使用が
可能なことです。その意
味から激変緩和措置は
不要です。「なお、意見
交換では、使用料を新
たにご負担いただくこと
になりますので、」と既に
決まっていることを前提
にした設問は納得が出
来ません。

なぜ減免処置の見直しをする
か、その理由が財政的な理由な
ら、それを具体的な数字で示さ
なければ公民館等を利用してい
る市民は納得できません。素直
に財源の問題だと言えない理由
を示してください。さらには財政
全体を見直して市民活動に多
大な影響を与える利用料の見
直しの前に、他に削減できる項
目が無いかを示すべきです。例
えば補助費等の定期的見直し
で確保できる財源があると思い
ます。平成21年補助金等見直し
検討委員会の提言を実行せず
に、なぜ公共施設の利用料の
見直しを行うのか、その根拠を
示してください。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

市ホーム
ページ

11月22日

（上記つづき）
第1回意見交換会、第5回意見
交換会で要望した、意見交換会
の市民意見の議事録の掲載が
第1回目しか掲載されておりま
せん。速やかにすべての意見を
掲載してください。利用者が6割
程度しかいないことが分かって
いながら、しかも、市政全体へ
のアンケートに挿入した一つの
項目を根拠に7割の市民が利用
料の負担に賛成とする根拠は、
公正でないと、ご自分でも思い
ませんか？結果が分かっている
アンケート結果と、次には、受益
者負担を前提にした検討委員
会を根拠に、さらには財政的根
拠を示さずに、利用者負担の見
直しに踏み切る動機はなんなの
でしょうか。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

市ホーム
ページ

11月22日

（上記つづき）
公共施設は市民＝主権者のも
のです。市民は敵ではありませ
ん。これからは一緒に考えてい
くべき相手です。頭の中を切り
替えなければならないと思いま
す、これは行政だけでなく、市民
の方が更に頭を切り替えなけれ
ばならないとも思いますが。

いずれにせよ、小平市の人口が
最大になる2025年までは、みん
なで考えませんか。
最後に再度お願いします。各回
の意見交換会の意見の公開と、
文字での投稿された意見の公
表をお願いします。
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

214
市ホーム
ページ

11月22日

報告書自体を公表し
誰がどのようにこの区
分を設けたのか明ら
かにして下さい。外部
委員とは誰ですか。当
事者である市民から
十分に意見を徴収し
ましたか。その説明が
不十分では意見を求
められても回答のしよ
うがありません。

この想定では実態に
合わない団体が多
数出てくるものと思
います。また、公益
か否かという乱暴な
二者択一で使用料
に差が出る場合、相
当数維持が難しく公
共施設を利用できな
くなる団体が出てくる
事は確実で、長期的
に見れば税収の減
収を自ら招いている
ようなものです。

卒直に申せば敢え
て煩雑に仕分けし
て結局懸念が噴出
しているように見え
ます。使用料を有
料化する方針を押
し通すにしても根幹
の基準が公益か否
かでよろしいので
しょうか。今一度そ
こに立ち返って考え
てはいかがです
か。施設を利用す
る市民一人一人か
ら意見を聞いてくだ
さい。

前項に同じです。総じて
今回の件に言える事で
すが、市が市民のいな
いところで設定した基準
とやらを突きつけられて
も同じ答えしか返せま
せん。我々の話をきち
んと聞いて検討に十分
時間を取ってください。

使用料徴収前提で話を
進めるならこここそ市が
誠意を以て考えるべき
では。我々に尋ねられて
も答えようがありませ
ん。自由な市民活動を
制限する事が市の方針
という事としか受け取れ
ません。

今回の拙速な使用料有料化の
動きに驚き呆れています。十分
な説明が為されたとは言いづら
い上、根拠となるのがほぼ10年
前の世論調査とは。疑問しかあ
りません。当時とは税収人口
様々な状況が大きく変わってい
るはずで、前提に立ち返った見
直しから始めるべきではないで
すか。

地域センター
週に2回以
上、公民館週
に3回以上、
福祉会館月
に1、2度
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

215
市ホーム
ページ

11月23日

公共性の高い団体を
「地域社会に利益を還
元する活動」とする考
え方がおかしい。市民
の活動を分断すること
にしかならないと思
う。

この整理では狭い。
また、広くすると混乱
を生じると思う。分け
ることができない。

私が所属している
団体を見ても、定期
利用団体も含め、
なぜか名簿に掲載
されていない。その
ように運用されると
わかっていたら登
録手続きを新たに
行いたいという団体
が出てくると予想さ
れる。

実情を見ても、集会
施設等では、年間７
７，６２８の活動が
実施されており、活
動内容を全て把握
した上で団体の特
性（属性）に区分す
ることは困難と書か
れているが、これが
できなければ公平
とは言いがたい。

区分するためにあらか
じめ団体の活動内容を
確認するのは実務上も
ほとんど不可能だろう
し、団体の自由な活動
を制限しかねない。

有料化（免除の廃止）を前提に
進める市の姿勢に大きな問題
がある。順番が違う。また、意見
表明のためのこの意見募集は、
配布箇所や回収箇所は多い
が、答えにくい、わかりにくいと
いう声を多く聞いている。

有料化には反対だ。小平市独
自の優れた政策として、地域の
居場所として、公民館等を無料
で維持してほしい。教育に予算
を使ってほしい。

高齢者の小さなサークルに所属
している人たちから、活動を続
けられないから、もうやめるしか
ないとあきらめの声が聞こえてく
る。小さな自治的な集まりがたく
さん継続していることに公共性
があると思う。

公民館　定期
的に週に１
回、そのほか
月数回
地域センター
月に1回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

市ホーム
ページ

11月23日

（上記つづき）
有料化した自治体では、「サー
ビス」の提供者と受け手という認
識になってしまい、おまつりの参
加者が減り、やめてしまった団
体も出てきたと聞いている。そ
れほどの収入にもならないの
に、共助の気持ちを削ぐ有料化
は、見直してほしい。

維持経費が足りないなら、バ
ザーやクラウドファンディングな
どには積極的に協力したい。

216
市ホーム
ページ

11月23日

2歳と0歳の母です。一問一問記
載する時間もないので、こちら
に書かせていただきます。子育
てサークルで保育もあわせて公
民館を利用させていただいてい
ます。このサークルがきっかけ
で友人も出来、母子ともに毎日
充実した日々を送っています。
今回使用料の話を聞いて残念
に思っています。正直お金がか
かるのであれば私は公民館を
利用していません。毎日孤独で
泣きながら育児していたと思い
ます。私と同じような人もいるの
ではないかと思います。支援セ
ンター等もありますが、
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

市ホーム
ページ

11月23日

（上記つづき）
子どもの面倒見ながらではゆっ
くり話すことも出来ず、また定期
的に会えるわけではないのでな
かなか友人関係にはなりにくい
のが現状です。
色んなところで、子育ての孤独
さや核家族化による母達の大変
さが取り上げられている中で、
市がその点を理解していないよ
うで残念です。様々な理由があ
るのでしょうが、困っている人を
追い詰めるようなやり方はしな
いでいただきたいです。たかが
数百円の利用料かもしれません
が、そのたかが数百円による影
響の範囲は大きいことをご理解
下さい。

217 財政課 11月25日

私どもは小平市ダンススポーツ
連盟（体育協会所属）に加盟し
ている社交ダンスサークルで
す。私どものサークルは体育協
会の趣旨に沿ったスポーツ活動
を行っており、市民の健康づくり
に寄与していること、さらに各種
の体育協会事業にも参加してお
り、「地域社会に利益を還元す
る活動」を行っていると考えてお
ります。したがって、体育協会加
盟サークルは90％免除対象に
していただきたい。

公民館週4
回、福祉会館
週8回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

財政課 11月25日

（上記つづき）
活動の指導はプロにお願いして
いますが、地域の人口構成の
高齢化で会員は徐々に減少し
ているため、やむを得ず会費を
徐々に値上げしてきており、現
状でも年金生活者から見た負担
上限に近付いていると考えてい
ます。ここで会場費50％負担が
実行されると月額会費を現状よ
りも2000円近く上げざるを得ず、
とても耐えきれません激変を
徐々に緩和されても、サークル
は解散に追い込まれるでしょう。
他のサークルも同様な状況だと
思います。

218
財政課宛て
郵送

11月26日

運営上、窓口等の事
務が混乱しない事を、
重視すべきだ。

特に考えはございま
せん。

項2に同じ 上に同じ 地域センター等を利用
するにあたって、年齢と
共に車で行く者が、多く
なります。そのような実
情を加味した施設を希
望します。

施設を有料にすることについて
大賛成です。年間維持を市民の
税金で賄っているので有ります
から少しでも利用者が負担する
のは当然の義務です。色々条
件をつけず、必ず利用者全員有
料にすべきです。

地域センター
月2回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

219
公民館（上
水南）

11月26日

学校・幼稚園で利用する場合、
無料にしてほしい。なぜ、公共
性の高い部類に入らないのか。

220
公民館（上
水南）

11月26日

幼稚園・学校の母のあつまると
きは無料にしてもらいたいです。

221
公民館（大
沼）

11月26日

はじめから、市民にわ
ざとわかりにくい言葉
を使って、上から見下
している感じがする。
本当にわかりやすい
表現に変換できる人
が、本当の頭の良い
人だと思う。

営利目的でない市
民は、皆公共性の高
い団体だと思う。

誰がどういう基準で
決めたのですか？

激変緩和ができるなら、
ずっとそのままにしてく
ださい。

多額の予算をつぎ込んで作った
仲町公民館、更に補修費も多額
につぎ込まれ、この責任もとら
ぬまま市民を公共だなんだと線
引きをしてお金をとろうとしてい
る市の姿勢に疑問を感じる。

222
公民館（大
沼）

11月26日

公共性の高い団体だ
け優遇する考えは違
うように思う。社団法
人や非営利等、補助
金や他で金銭的に優
遇されている事を考え
ると、この区分は不公
平だと思う。

全てとは言わない
が、サークル活動が
居場所や仲間づく
り、安否確認等、地
域に貢献している。
この考えは当てはま
らない。

項１・２からこの区
分に不賛成。

左に同じ。 言葉が分かりにくく、本
当に意見を求めている
のか疑わしい。公民館
の役割として全額減免
で利用できることが望ま
しい。

・利用している人としていない人
との不公平という考え方は違う
と思う。利用しない人は自分の
意思で利用しないのであって、
公平でないとは違う。
・減免を取りやめることが、前提
の意見書の設問でおかしい。
・財政課だけが、この事案につ
いて主導している感じがする。
直接公民館にかかわっている
人たちの意見をもっと取り入れ
てほしい。

地域センター
月２回
公民館
月５回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

223
公民館（大
沼）

11月26日

文章が難しく、どう考えていいの
か分からずにいます。（補足内
容があったとしても・・・）居場所
づくり、それは大変重要なことで
はあると思っています。故障して
いるところ、いつなおるかわから
ない、というのはいかがなもの
かと思います。

地域センター
年２～３回
公民館
月１～２回
小平元気村
月２回

224
公民館（大
沼）

11月26日

誰が「公共性の高い
団体」との選別をする
のかが明確ではな
い。

団体の内容の基準
を明確化できるので
しょうか?
公共性←これも誰が
審査するのですか?

団体によっては、公
民館の運営にかか
わっているグルー
プや何もしないグ
ループもあり、その
線引きはどうする
のか知りたい。

“区分”自体に反対で
す。誰が決めたのか？
市が区分する？上から
目線です。

東京都の福祉のヒアリ
ングで、「市民・区民活
動の拠点は公共施設
（公民館等）」と言ってい
ました。この施設を有用
に活用して、地域デ
ビューの話がありました
が、有料化は全く逆行し
ています。利用者の利
便性を向上させるのに
有料化はやはりおかし
いです。

財政課の視点での決定では、
市民の福祉の向上にはならな
いです。３８００万円（このお金
の管理・運営費・人件費はどの
くらいなのですか？かえってマイ
ナスとかならないか）ぐらいの収
入を得るのに、それ以上のマイ
ナスが市に影響する。６０歳以
上の引きこもり対策は地域デ
ビューとのことだが、有料化で
使用する団体が減り、さらにデ
ビュー場所がなくなるのでは？

公民館
月５回
小平元気村
月１回

225
公民館（大
沼）

11月26日

多くの場合、書類審査
が主な調査方法にな
り、実態と違ってもそ
の後の調査がないと
思う。ぬきうちで活動
中に行ってみるなど、
きちんと実態調査して
ほしい。

「居場所づくり」も公
共性の高い活動に
入るのなら、ほとん
どの公民館活動は、
これに入ると言われ
てしまうと思う。

例にあるようにどん
な活動でも現在、
公民館を使ってい
る団体は、趣味・公
共が入っているの
で、これを区分する
ことはとても難し
い、と思います。

一つひとつの活動内容
に応じて区分すること
は、事務処理上無理だ
と思う。。

よくわからない。 高齢者が年金だけで生活すると
き、公民館が有料では、行くこと
ができなくなると思う。市民の楽
しみ、いこいの場を有料という形
でうばわないで下さい。有料に
は反対です。

公民館
月５回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

226
公民館（大
沼）

11月26日

３つの視点がそもそも
明確でない。具体的な
基準が必要では?任意
の集まり、一時的な利
用でも、公共性が高け
れば減額できるようで
ないと利用者が限ら
れる恐れがないか。

・講座、教室でもあ
やしげな勧誘の入り
口になる場合があ
る。
・日頃からつながり
を持つことが災害時
の力になる自治会・
ＰＴＡは茶話会等で
も減額してよいので
は。

趣味的な活動の目
的が、ボランティア
ならば良いが全くそ
ういう実績のないも
のは？規約の確認
とか事前に提出？
その団体を減じる
ならすべての活動
に対してやらないと
ややこしい。

一時的でも公共性の高
いものは対象にするべ
き。実績がないとダメと
いうのでは、新しい活動
やつながりが生まれにく
いと思う。

目先でごまかすようなこ
とはしないでほしい。

一時利用、定期利用を別に考え
て、減免を講じないと不公平感
が生じるように思う。

227
公民館（大
沼）

11月26日

公共施設を利用して
いる団体は、公共性
が高い団体です。申
請書を出して市が実
態把握可能な団体と
認められているからで
す。

この整理だけでは分
かりにくいです。現
在、公民館や地域セ
ンターで活動してい
る団体は、全て居場
所づくりに貢献して
いるので、公共性の
高い団体だと思いま
す。

想定する団体（例）
が、あまりに狭い考
え方で、理解に苦し
みます。市から活
動についての補助
金をもらっている団
体は、１００％支
払っても良いので
はないか。

実績だけで区分するの
はおかしいです。毎日
の（日ごろの）活動が
あってのことなので、１
つひとつの活動内容で
は、おかしい。

令和７年に福祉会館前
のたてものができるの
で、それまでを措置期間
とする。その間、よく話し
合うことが必要。

減免がなくなると活動できなくな
ります。有料になるとサークル
内でも市民の分断が起きたり、
活動維持ができなくなります。

地域センター
年５～６回
公民館
月７～８回
小平元気村
月２～３回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

228
公民館（津
田）

11月26日

賛否以前の問題。そ
もそも前提条件がどこ
でどのように検討され
たのか。経緯が明ら
かでなく説明も不十分
です。

実態からかけ離れた
区分であり、賛否以
前の検討が不足して
いると思います。弊
サークルは子育て中
の母親の集まりです
が、活動内容以前に
サークルに属するこ
とで孤独な育児から
脱し地域社会に居場
所を得ることができ
ます。そのような視
点が欠如していま
す。

そもそも、公益性の
有無で使用料に差
が付けば、サーク
ル数は減少し、活
動は縮小していくは
ず。それでは、誰の
ための公共施設な
のでしょうか。使用
料を負担できない
市民はサークル活
動すべきでないと
いうのが市の見解
でよろしいのでしょ
うか。

サークル活動というもの
は本来多岐に渡り機械
的に仕分けられるはず
がない事は、この項の
「課題」欄からも明らか
です。にもかかわらず、
押し通そうとする市の方
針に一市民として大い
に疑問を感じます。

税収を得る方法は様々
のはず。実施前提で押
し通そうとするのではな
く、当事者である我々か
ら十分な時間をかけ意
見を（形ばかりでなく）聞
く機会を設け、検討のプ
ロセスにも参加できるよ
うにしてください。このま
までは、自由なサークル
活動及びサークルその
ものの維持は困難で
す。

総じて、早期実施を前提にした
市のやり方に疑問を感じます。
今回の件で本来かかるものを減
額していただいている有難さを
改めて感じました。だからこそ、
上から素通りするのではなく市
民全体から十分に意見を聞くプ
ロセスが必要です。長期的に見
て市民活動を委縮させる事は決
してプラスには働かないはずで
す。ご賢察ください。

地域センター
週２～３回
公民館
週２～３回

229
公民館（花
小金井南）

11月27日

そもそも減額前提で
はなくて、有料化しな
いという考え方はない
のか?市民は誰しも公
民館を（利用していな
いだけで）利用できる
のだから、その時点で
公平ではないのか。

公共性の高い団体と
趣味・娯楽を目的と
する団体とで区別す
るのは良くない。ど
の団体も今まで通り
無料（免除）で公民
館を利用できるのが
望ましい。

いくら文章で定義し
たところで、いくらで
も抜け道ができてし
まう。区別するのは
ナンセンスである。
団体名的には公共
性は高いが、趣味・
娯楽を実質的に行
う団体もでるのでは
ないか。

同上「公共性の高い活
動」の定義をどうする
か。

基本的に現行通り無料
（免除）を貫いていただ
きたい。どうしてもと言う
なら、小川に新しく建設
される施設だけ有料化
すればいいのではない
か。（建物が新しいとい
う差別化要素があるとい
う理由で。）

私は４年前に小平市に引越して
きました。小平を選んだ理由
は、当時はごみ袋が無料だった
からです。「小平は市民活動が
盛ん」と他市在住の方からよく
言われ、嬉しい気持ちになりま
す。ごみ袋と同じように、近隣市
が有料だから、それに合わせる
というのは理由として安直すぎ
ます。他市にうらやましがられる
小平であるため、是非、現行の
ままでいてくれたら幸いです。有
料化反対！

公民館
年３回
小平元気村
年９回
福祉会館
年１～２回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

230 上宿図書館 11月28日

「2市民からの要請
に応じた指導、補
助、補佐による支
援」の想定する団体
が空欄のままという
ことは、想定する団
体が現在はないとい
うことになるのでしょ
うか？すると、この2
は必要があるので
しょうか？

項4に記したとお
り、不公平になるの
で反対です。

たとえば、公共性の高
い団体でも、ふだんは
別の場所で活動してい
るが、スポーツやレクリ
エーション活動をすると
きは「集会施設」を利用
することもありますの
で、活動内容（実績）に
応じて区分した方がより
公平と思われます。

市民活動が停滞してし
まわないよう、利用料は
最低限度の額とし、3年
ほどかけて段階的に上
げていく。

趣味、娯楽を目的とする団体で
あっても、活動することで健康を
保ち、認知症の予防にもなり、
また、引きこもりを防ぐことで、
市が行っている介護予防事業と
同様の効果が期待できると思い
ます。有料化するのは致し方な
いとしても、利用者が負担に感
じ活動をやめてしまうような額の
設定は反対です。また、人件費
がかかっているようですが、地
域センターの場合のお掃除の
方の働き方は、週3回くらい(?)で
8:30～15:30(?)ですが、もっと短
縮できるのではないでしょう
か？例えば毎日2時間ずつの方
が効率的です。

地域センター
月1回

231 喜平図書館 11月28日

自己申告では明確化
は難しいと思います。
月に一度職員の方が
活動の様子をチェック
されてはいかがでしょ
うか。

地域に根ざした施設
として、居場所づくり
としての役割を大切
にしていただきたい
です。団体メンバー
同士の居場所づくり
としても、使用しやす
い場所であってほし
いです。

活動内容の公共性
の高さ、趣味・娯楽
の線引きを一辺倒
に行うのは難しいと
思います。

団体の特性で分けるよ
りは、活動内容で分け
る方が良いのではない
かと思います。

公民館月1
回、図書館集
会室月2回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

232 喜平図書館 11月28日

小学校、幼稚園に関
係する団体も、規模
は市民全体から見る
と小さいと思うが、地
域の子供たちのため
の活動と考えれば、
公共性の高い団体
に含まれるのではな
いか。

方法は理解できる
が、この区分を公
平に判断できると
は思えない。

実績を満たすための活
動内容に偏り、本来の
意味の活動ではなくな
る可能性も考えられる。

維持のための費用が必要なこと
は十分理解できるが、極端な区
分に対する疑問や、高額な負担
によって利用しづらい団体が増
えるよりは、一律100円や200円
の低額設定にして、多くの団体
に利用してもらう方が、透明性
があってよいのではないかと思
います。

地域センター
年6回、公民
館月2回、図
書館集会室
週1回

233 喜平図書館 11月28日

具体的にもう少しわか
りやすい表現があれ
ばと思います。

PTA、幼稚園の互助
会においても、利益
の還元という視点の
みではなく、地域の
子供たちを市で見
守っていくという意味
では該当するのでは
ないか？

団体の属性で区分
することが難しいな
らば、減額方法も
見直すのはどうか。

利用する様々な方々の目的、年
齢層などは異なり、それを分け
て減額を決めるのではなく、そ
れぞれの活動を今後も継続し、
様々な人が利用できるように、
利用料金は一律でよいのでは
ないかと思います。

図書館集会
室年3～4回

234
公民館（小
川西町）

12月3日

地域社会に還元？い
ろいろとあります。名
前だけの団体もあり、
それを区別するのは
どのようにするのです
か？

公民館を利用できるのは、年金
生活者でも無料で参加できるこ
とが楽しみなのに、利用料を支
払うことによって利用ができなく
なると思います。公共性と言っ
て、無料で使い放題にする人が
いない様によくよく検討してほし
いです。

公民館
週２回

235 財政課 12月3日

使用料を支払った方
が良いと思います。備
品購入等に当ててより
良い環境でお借り出
来ることを望みます。

皆が平等に使用し
て、支払う事が大事
だと思います。老人
会等も使用料を支払
う事が大切です。

使用料を高くせず、
皆から平等に集め
る事が望ましいで
す。

区分する事は必ず高い
所から苦情が出ますの
で、一律にすると良いと
思います。

月に２回以上は使用で
きない事等はっきりと決
める事です。

気持ちよくお借りして、皆が楽し
むことの出来るセンターに使用
料を支払う事は大切だと思いま
すので宜敷くお願い致します。

地域センター
（美園町）月１
回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

236 財政課 11月22日
※別紙あり　104頁以降参照

237
地域セン
ター

12月2日

小平市立保育園父母会の役員
会を年数回地域センターにて
行っております。また、クラスの
親睦を深めるため、年2回茶話
会を行っています。

238
地域セン
ター

12月2日

「運営上～」はあいま
いさを残している（な
ぜなら、窓口対応係
員に依存するか
ら。）。区分自体の分
かりやすさ、利用者が
混乱しない明瞭さを。

大人に関しての整理
はほぼ良いと考える
が、公的以外で、青
少年を対象にする活
動も含まれるのでは
ないか。（特定の学
校に依存しない場
合）

「懇親会」全てが悪
いわけではない
が、料理講習会以
外の飲食利用は、
一定の料金を徴収
しても良いのではな
いか。

申請している利用目的
と実態の相違を管理で
きるのか？あるいは、
利用者同士が告げ口す
るなど、ギクシャクする
のが怖い。

1コマいくら位を目指して
いるのか不明だが、1年
間ほどは経過期間とし
て半額～70%にとどめて
はどうか。公民館以外も
市ホームページで予約
が必須。

地域センターで行われている通
夜、葬式などは、相応の金額を
徴収してもいいように考える。

地域センター
週1回、公民
館年2～3回、
福祉会館年1
～2回

239
地域セン
ター

12月2日

一律に徴収が良いと
思う。

講座及び○○教室
でも趣味の領域内の
団体もあり、難しい
問題。定義づけが不
明。

特性（属性）だけで
は判断しづらい。
各々の場所の職員
にゆだねるしかな
いと考える。

割り切るしかないと思
う。

一定の使用料を徴収し
てはどうか？

公民館年2～
3回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

240
地域セン
ター

12月2日

公共施設とは、もとも
と、全ての住民が負担
なく利用できることを
目的に作られたもの
であり、現に使用して
いるかどうかが基準で
はないと思います。今
使っていなくても、使う
ことがあったときに、
負担なく誰でもが使え
るようにすべきもの
で、公共のトイレ、講
演、図書館などと同じ
と考えます。有料を前
提として市民に問うこ
と自体、おかしいこと
です。

個人が有料で開く
（利益を目的とした）
教室以外は、市民の
作る団体は、基本ど
なたでも参加できる
ような仕組みになっ
ているものです。市
民の健康、生活、文
化を豊かにするため
のもので、市政に
とっても必要な活動
です。

左記と同じです。個
人の利益追求でな
く、市民が自主的に
集う団体は公共性
が高いものです。

左記と同様、愚問です。 激変緩和措置とは、質
問の趣旨が分かりませ
ん。利用者の利便性
は、公民館同様、地域セ
ンターも福祉会館も、2
か月前から貸し出しても
らえるようにすべきで
す。1か月前では予定が
立てづらく、皆さんへの
お知らせも余裕をもって
できません。

市民が市民同士で作る団体は、
基本的に全ての市民が参加しう
る性格のものだと思います。ど
なたにも門戸を開いているもの
です。公共施設を使う、使わな
いは、市民の自由と個々の事情
の違いです。有料にするなどと
んでもありません。絶対に反対
です。有料にしたら、市政を信じ
られなくなります。

地域センター
月2回、公民
館年2～3回、
福祉会館年1
～2回

241
地域セン
ター

12月2日

公平かつ公正である
ことは重要だが、それ
以外の2点は市側の
都合であるように感じ
られる。

互助的内容でも、お
互いの介護予防に
役立つものもあり、
ボランティアとして活
躍したいが、活動内
容に対して貢献する
場が与えられないも
のもある。

想定する団体は、
指導的立場の人が
他者のために何か
をする音頭をとって
いるタイプのものが
多くなっていて、同
じ立場の者が集
まってお互いの中
で完結する効果を
持つ活動は含まれ
ない。

市以外の場所で行った
ボランティア等も実績を
含んで考えることができ
た方がいい！

当会は、会費制ではな
く、高齢者の集まりのた
め、手話ダンスと手話を
勉強していても趣味活
動にとどまる。有料にな
れば解散となるため、利
便性どころではない。

アンケートが難しくて理解できな
い。メンバーの年齢区分で無料
で利用したい！
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

242
地域セン
ター

12月2日

使用料が発生したら支払いま
す。一部の市民のみ使用する
のは不公平だからお金をとると
いう考えに疑問があるので、ア
ンケートに答えられません。

243
地域セン
ター

12月2日

より細かな公平性の
確保と窓口業務の簡
素化が両立できる手
段、方法を確保する必
要があると思います。

できるだけ具体例を
挙げ、利用者が対象
かを判断しやすくし
た方が良い。

「日常的に提供す
る団体」の日常を具
体的に数字などで
明確化した方が良
い。（週に何回以
上、月に何回など）

より公平性は保たれる
が、利用者、窓口ともに
事前手続きが煩雑にな
り、課題も多すぎる。実
用的ではない。

物事を移行する手段とし
ての段階的な引き上げ
措置は、非常に有効だ
と思います。

244
地域セン
ター

12月2日

基本的に3点で良いと
思う。運営の過程で実
態との乖離が生じた
場合のチェック（定期
的）をどうするか。

異論なし この視点で良いと
思う。

この視点で良いと思う。 地域センターによっては、利用
頻度が低い施設もあり、統廃合
を積極的に進める必要あり。（コ
ストパフォーマンスの点から）

245
地域セン
ター

12月2日

市が全ての団体の実
態を公平、公正に把
握するのは、難しいの
ではないかと思う。

1～5の地域への貢
献活動は必要なもの
だと思う。

こちらの区分の方
法に賛成です。

こちらでの区分は難し
いのではないでしょう
か。

市ホームページでの予
約ができ、完了できるよ
うにぜひ改善してほしい
です。

できれば今までどおり使用でき
ることが望ましいです。

地域センター
月2回

246
地域セン
ター

12月2日

いずれの減額方法でも、完全な
ものはないと思われます。施設
の利用は有料で良いと思います
が、ただ利用しやすい金額にし
ていただきたいです。利用しにく
くなって活動できなくなると困り
ますから。

地域センター
月2回、福祉
会館月1回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

247
地域セン
ター

12月2日
無料で使えるように努力してくだ
さい。

248
地域セン
ター

12月2日

・団体構成員の年齢
が65歳を超えるもの
（介助者等を除く。）
・団体構成員に過年
度に租税の滞納者が
含まれないこと
・団体構成員に国家
資格又は省庁大臣等
の認可資格の保有者
が含まれること

「団体メンバー以外
の市民を対象とし
た、」を「団体メン
バー以外の市民等
（ロクト科学館、学芸
大等の国、都を含む
公共機関）を対象と
した、」に改める。

外国語会話活動団
体→東京都内の公
共機関等でボラン
ティア活動をしてい
る構成員が存在す
る場合、緊急事態、
災害時等にサーク
ル活動等で知識技
能を習得、継続して
いるので対応がで
きる。

外国語会話活動団体→
東京都内の公共機関等
でボランティア活動をし
ている構成員が存在す
る場合、緊急事態、災
害時等にサークル活動
等で知識技能を習得、
継続しているので対応
ができる。

今まで使用料免除で
あったので有料の場合
の金額が想定できませ
ん。その額によりサーク
ル活動が存続できない
場合も考えられます。

私は外国語会話活動団体に参
加しサークル活動等で知識技能
を習得、継続しているので、ロク
ト科学館、学芸大において、ボ
ランティア活動時の英語での対
応が日本語を母国語としない来
訪者に喜ばれています。

地域センター
月2回

249
地域セン
ター

12月2日

健康を維持する、多く
の方が参加できます
ように願っています。

地域の人たちが多く
参加して、健康で楽
しく願っています。

健康を維持する、
医療費の削減にも
つながるのではな
いでしょうか。

楽しみのために利用で
きれば、健康の維持に
つながる。

いつも、利用できることに大変
感謝しています。

地域センター
週1回

250
地域セン
ター

12月2日

・使用料の負担が今後増えるこ
とは致し方ない。
・施設の利用者と非利用者の公
平性がそれほど重要とは思えな
い。
・あまり複雑化せずわかりやす
く!!

地域センター
月1回

251
地域セン
ター

12月2日

激変緩和措置やら難しいことは
分かりませんが、利用する団体
や個人など、使用する部屋な
ど、大、小はありますが、1時間
の料金を定めて皆さんから料金
をいただいた方が良いと思いま
す。他の地域などは取っている
そうなので、小平も良いと思い
ます。

地域センター
週2回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

252
地域セン
ター

12月2日
異議なし 異議なし 異議なし。課題にし

ても同意です。
仮定義活動5つ分類で
賛成です。

地域センター
月1回

253
地域セン
ター

12月2日

利用者側からすると、
「3つの視点」というの
は意味は分からない
ではないが、具体的に
は認識しづらい。

「公共性の高い団
体」として想定された
例は、そのとおりで
あると思う。

しかし、趣味・娯楽
の団体が公共性を
有していないと言え
るかということには
疑問がある。

なぜなら、高齢化社会
にあって健康維持や認
知症予防等は医療費削
減につながり、国や地
方公共団体の負担軽減
に資することになるから
である。

災害時に必要な情報と
している市の地理的特
徴の証明とハザードマッ
プ配布の徹底の問題で
あると思うので、公民館
利用との関連性が分か
りづらい。

福祉政策が不十分なまま財政
の健全化の名目のもと住民に
負担を求める方向性の端緒で
はないかと危惧する。

地域センター
月1回、公民
館月3回

254
地域セン
ター

12月2日

地域センターは、近隣
の人たちの集まりで、
殊に高齢者にはあり
がたいと思います。介
護予防も加えて楽しま
せていただいていま
す。公共性の高い団
体と思います。

小平市の人誰でもが
入会できる公共性の
高い団体です。当団
体はボランティア的
会なので、いつから
でも入会できる会で
す。（公共性のない
会と区別してほし
い。）

右記のように、近隣
の人たちが地域セ
ンターを利用させて
いただき感謝してい
ます。バスで中央
公民館までも乗り
換えねばならず、助
かります。（足腰の
悪い人もいるの
で。）

当会については、市民
（高齢者）からの要請に
応じた指導者（市民）介
護予防活動の考え方も
加味している（会費のみ
で賄っている）ので、ボ
ランティアの1つとして
行っている。災害の時
等の助け合い等にもい
い。協力し合える。（バ
スで中央公民館までも
困難な人等もいる。足
腰の悪い人もいるの
で。）

ダンス等健康的活動と、
親睦会等会食の活動は
区分してほしい。
市民以外の講師の会は
区分してほしい。

講師がシルバーカーで通える地
域センターで近隣の人たちと公
共性の高い団体です。

地域センター
月2～3回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

255
地域セン
ター

12月2日

利用しないのは、利用
する必要がない、興味
がない方も多くおられ
るかと（仕事をしてい
るときは、利用する時
間もなく、施設の場所
も知りませんでし
た。）。いかに利用して
いただくかを考えるべ
きではないかと思いま
す。

趣味の集まりでも、
外への働きかけ（公
開、募集、イベント開
催等）や、趣味にと
どまらない活動（学
習会等）を行ってい
たりするので、選別、
線引はいかがかと。
行政の下請機関とし
ての団体が公用性
が高いのは、当然で
はないでしょうか。

属性は分かりやす
いが、それだけで
はなく、項4とダブル
が、1つ1つの活動
で利用している場
合、どう判断するの
か。その団体の「こ
れはいいが、あれ
はダメ」みたいなこ
とが起きるようで不
安がある。

市の施設は市民に利用
してもらうものだと思うの
で、利用料の設置には
反対です。

高齢化で孤立しがちになる方々
の居場所になるようお願いしま
す。

地域センター
月2～3回、図
書館集会室
年1～2回、福
祉会館年2回

256
地域セン
ター

12月2日

「公共性の高い団体」
とくくることの意味が
理解できないので、減
額区分を明確化する
ことについて、区分は
考えられない。

公共性とは何か、公
共性の高さの評価に
ついては難しいと考
える。

あらゆる市民活動
が、地域社会に何
らかの利益を還元
する活動と考える。

仮定義できたとして、機
械的に区分する作業が
必要になる。団体が行
う1つひとつの活動内容
に応じた区分はできな
い。

集会施設（公共施設）の
維持管理費にかかるコ
ストが問題なのか。子ど
もたちや高齢者の地域
活動を大切にして協働
を進めるのであれば、利
用者負担を考える前に
公共のあり方を市民と
行政で話し合うべき。

税収にのみ視点を置くのではな
く、トータルに市財政を考え、未
来に向けて公共の場を作ってい
くことが必要。そのためには、意
見交換を世代間で行うことと、
適切な情報の発信と共有が欠
かせない。時間のかかる作業だ
が、小平市のまちづくりそのも
の。

地域センター
年6回、公民
館月3回、小
平元気村お
がわ東年1～
2回

257
地域セン
ター

12月2日

もう少し具体的でない
と分かりづらいです。
公共性そのものが分
かりにくいです。

地域への貢献活動
とは、介護の勉強と
か栄養相談をいうの
でしょうか。音楽活
動などは趣味になる
のでしょうか。

あいまいな感じがし
ます。

施設を利用する人と利
用しない人の負担の公
平性を確保するというの
は変です。趣味・娯楽を
目的とする団体は、健康
な人を育てているのです
から、守られていいと思
います。

健康寿命を延ばすためにも、
サークル活動は大切です。使用
料を払ってくれる団体の利用を
増やしたらいいと思います。

地域センター
月1回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

258
地域セン
ター

12月2日

「公共性が高い、低
い」というのは、大変
困難な分け方。自分
の団体がどのように
ジャッジされるか、謎
が多すぎる。3つの視
点も結局あいまい。で
あれば、市の主催、共
催であることを明確に
し、その事業や団体に
ついては市も責任を
負い、意見も言う、指
導もするという関係を
作るのはどうだろう
か。公共性が高い＝
市の主催、共催、ゆえ
に使用料無料、であ
れば私は納得がいく。
※「公共性が高い団
体」という言い方はし
ない方がいいと感じ
る。

・市が主催、共催
・市の指定管理者
・税金を投じて運営
している団体
・行政がコントロール
している団体
・市が税金を投じて
でも維持させたい団
体
これらのうち、市が
把握できる団体のみ
を指定。他は全て受
益者負担団体に（9
割以上は）。よって、
市がお金を払って維
持したい活動、分野
も整理すべき。

この団体A、Bの中
の「公」「趣」の図
は、机上の空論に
なりそう。団体の特
性の「公」「趣」は誰
が判断するのか。
また、「公」「趣」の
基準を出しても、い
かに「公」にするか
考え、抜け道を探し
て結局ほとんど
「公」の団体にな
り、収益に結びつ
かないだろう。ま
た、正直に「趣」の
団体となり、そうい
う団体にだけ支
払ってもらうような
ことも避けてほし
い。市が一気に旗
を振るべきと考え
る。

無料になるなら、書類
上の工夫は何でもでき
る。「公」と「趣」の区別
がそもそもあいまいな
のだから、7万7千活動
のどこからが有料か？
という議論に答えが出
るとは思えない。無料か
有料かの差は大きい。
申告制にはしないでほ
しい。

・継続的な施設運営に
いくら足りないのか、使
用料でいくら収入を見込
んでいるのか、そのため
にきちんと金額を示し、
市が一気にかじ取りを
すべき。「もし有料にしな
ければ、小平の施設運
営は維持できない」こと
を市民に伝え、ある一定
の広報期間を置いたら、
一斉にやるべき。反発も
あろうが、もうお金がな
いことを訴えていくべき。
そこまで切羽詰まってい
ないのなら、有料にはし
ないでください。
・かえって複雑になり混
乱するので、あまり激変
緩和措置をやらずにス
パッとやるのも手かと思
います。

文句を言わない人、言えない人
からじわじわとっていくのではな
く、みんな一斉に有料なら有料
になってほしい。地域センターが
無料で使用できることは、小平
市にとってとても大切な特徴
だったように思う。しかし、維持
が難しいなら、受益者負担の考
え方を浸透させていくしかない。
私も、ボランティアで公の利益に
なるはず、と思ってやってはいる
が、振り分けられるのかもしれ
ない。有料になっていい。理由
を納得したいのだ。

地域センター
月1回

259
地域セン
ター

12月2日

・団体構成員の年齢
が65歳を超えるもの
（介助者等を除く。）
・団体構成員に過年
度に租税の滞納者が
含まれないこと
・団体構成員に国家
資格又は省庁大臣等
の認可資格の保有者
が含まれること

「団体メンバー以外
の市民を対象とし
た、」を「団体メン
バー以外の市民等
（ロクト科学館、学芸
大等の国、都を含む
公共機関）を対象と
した、」に改める。

外国語会話活動団
体→東京都内の公
共機関等でボラン
ティア活動をしてい
る構成員が存在す
る場合、緊急事態、
災害時等にサーク
ル活動等で知識技
能を習得、継続して
いるので対応がで
きる。

外国語会話活動団体→
東京都内の公共機関等
でボランティア活動をし
ている構成員が存在す
る場合、緊急事態、災
害時等にサークル活動
等で知識技能を習得、
継続しているので対応
ができる。

今まで使用料免除で
あったので有料の場合
の金額が想定できませ
ん。その額によりサーク
ル活動が存続できない
場合も考えられます。

私は外国語会話活動団体に参
加しサークル活動等で知識技能
を習得、継続しているので、ロク
ト科学館、学芸大において、ボ
ランティア活動時の英語での対
応が日本語を母国語としない来
訪者に喜ばれています。

地域センター
月2回
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

260
地域セン
ター

12月2日

(1)公平で公正である
こと、(2)市が実態を把
握できること、(3)窓口
事務が混乱しない、こ
の3つは大切なことと
理解します。

趣味的な活動であっ
ても、参加する市民
一人一人の健康増
進、居場所作りと
いった公共性の要素
を含むと考えます。
また、「特定のメン
バーだけ」といった
closedな活動でなく、
「どなたでもご参加く
ださい」というopenな
活動であれば、公共
性がそこにも担保さ
れるのではないで
しょうか。

左に述べたように、
団体の特性（属性）
から公共性がある
かないかを判断し
ようとすると、線引
きが難しいことがあ
る。純粋な活動員
同士の親睦を図る
機会（親睦会、新年
会等）に公共の場
を用いることが問題
なのであれば、そう
いう機会は外で企
画してもらうという
ルールを設ければ
よいのでは？

一つ一つの活動内容を
把握するのは、窓口の
方たちの事務が煩雑に
なり、負担が大きくなり
すぎると思います。

このアンケートの最初に、「施設
を利用する方と利用しない方の
負担の公平性」という話があり
ましたが、今利用していない方
も、今後利用する可能性、権利
は保証されていると思うので、
その両者間の公平性を第一に
考える必要はないと思います。
それよりも強調すべきは、「これ
から市税収入が減り、今までの
ように市税で全てを賄うことはで
きないよ。」ということだと思いま
す。公共性のあるなしに注目す
るのではなく、どの団体にも一
律に費用負担をお願いして、
「皆で担っていく。」という市民意
識を高めた方がいいのではない
かと思います。

地域センター
週1回

261
地域セン
ター

12月2日
※別紙あり　104頁以降参照

262
元気村おが
わ東

12月2日

よりよく生きていきた
いと思って集うので、
その人にとっては必要
なことなので、区別は
できないと思う。

他者が判断するの
は無理というか、限
界があると思う。

高齢者が増える中、もっと自由
に集える場として公共の場が求
められ、要支援、要介護へと進
まないための方策の一役になる
のではないでしょうか。

小平元気村
おがわ東月2
回

263
元気村おが
わ東

12月2日

決定機関が、有料が
当たり前となっていく
不安がある。

自分たちとしてはボ
ランティアと思ってい
るが、他者がそう判
断してくれるか？提
出書類等手続きが
増えても許可がおり
るのか。

手続きも簡単で、忙しい人たち
が急に利用するにも使用するこ
とができて助かっている。社会
活動の場が、いろいろな制約が
起きることで停滞しないか？

公民館月1
回、小平元気
村おがわ東
不定期
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Ｎｏ 回収場所 回収時期

項１
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え方』
の「①減額区分を明確化
する上での３つの視点」
について、あなたの考え
をご記入ください。

項２
『(1)「公共性の高い団
体」の基本的な考え
方』の「②公共性の高
い団体（地域社会に利
益を還元する活動）の
整理」について、あなた
の考えをご記入くださ
い。

項３
『(2) ②の仮定義をも
とに 団体の特性（属
性）から区分する方
法』（７頁）について、
あなたの考えをご記
入ください。

項４
『(3) ②の仮定義をもとに
一つひとつの活動内容（実
績）に応じて区分する方
法』（８頁）について、あな
たの考えをご記入くださ
い。

項５
激変緩和措置や利用者の
利便性を向上させる方策
について、あなたの考えを
ご記入ください。

項６
自由意見欄

項７
活動状況

264
元気村おが
わ東

12月2日

私は「団体メンバー以
外の市民を対象」とし
て活動をする必要は
ないと思います。そし
て、それはこの3つの
視点を満たすものと思
います。

これでは、仮に小平
市民の全員1つの団
体として申し込む場
合、減額措置が取ら
れないことになってし
まいます。だから、
団体メンバー以外の
市民がいることを必
須としない方がいい
と思います。

公共性の高い活動
が1つでもあれば減
額するべきだと思
います。イラストの
「団体Ｂ」の1つの
「公」を全く無視す
るのは間違いだと
思います。

前項の意見をもとに、こ
ちらの方が「特性」から
区別するよりは良いと
いう考えを持っていま
す。

さらなるバリアフリー化
を願います。

小平元気村の建設費用は国だ
と思うのですが、他の市の施設
と使用料に違いはないのでしょ
うか。

小平元気村
おがわ東月1
回

265
東部市民セ
ンター

12月4日

よく分かりません。 難しいです。 区分するのは困難
です。

いかなる活動も価値あ
る市民の自主的な活動
で、区分できません。市
民が主人公の小平市政
をしっかり守ってくださ
い。よろしくお願いしま
す。

企画政策部財政課のみ
の問題解決はおかしい
と思います。社会教育や
福祉、高齢者など各分
野の担当課が総合的に
考えねばならない課題
ではないでしょうか？昭
和24年発行の公民館条
例に基づき設定され運
営されてきた精神を尊
重してほしい。憲法第25
条の、健康で文化的な
最低限度の生活を享受
する権利を奪わないでく
ださい。

小平市民になってこのようなア
ンケートは初めてで、予告なく、
受益者負担を前提としての設問
で、答えようがありません。私達
市民の税金で作った施設だか
ら、市民のための施設ですか
ら、差別なく利用させていただく
のが当然だと思います。説明会
を24名と制限するのは、民主的
ではありません。市民の理解を
得るには、時間をかけて納得の
上で進めるべきです。

地域センター
月2回、東部
市民センター
集会室月1
回、福祉会館
月1回
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２　意見書別紙まとめ
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１、地域社会に利益を還元する活動について
1）地域社会に利益を還元する活動の定義は何か。直接的に利益を還元する活動なら解るが。
　どの団体も間接的には利益を還元していると考えられますが。
2）間接的利益還元で区分するなら、市民の教養向上の一環としての生涯学習の項を設ける。尚、生涯学習の定義は難しいが、大学の一般教養課程にある学科などが対象となる。
3）居場所づくりに登録するには、どうしたら良いのか。居場所登録団体は、全て間接的に、利益還元がなされていると考えるのか。

２、利用料徴収に当たっての見解
1）年間5億8千万円の維持管理がかかっているとの事だが、下記にてその根拠を示して欲しい。
本件は、今後の経費削減検討の資料となる。
　(1)各公民館、地域センター毎に費用を提出。
　　①人件費　②光熱費　③修繕費　④備品購入費　⑤減価償却費　⑥その他
　(2)各公民館、地域センター毎に下記にて部屋の稼働率を提出して欲しい。
　　①稼働率の計算方法＝（使用部屋数／対象の全部屋数）×100
　　②朝、昼、晩、毎に一カ月の平均（休日と平日に分けて）
2）利用料の徴収は必要と考えるが、公平性と公正性が前提となる。従って、地域社会に利益を還元する活動といえども極力例外は設けるべきでない。下記に徴収の考え方の一事例を掲示するので、参考に
して色々議論してほしい。
　(1)現在の（1500円／一部屋）に決まった根拠を示して欲しい。
　(2)利用料徴収の考え方
　　①公平性と公正性の面より、使用者一人一人が平等に支払う事とする（消費税的考え方）。
　　②従って、一部屋利用人数が(n)人で、一人当たりの使用料が(X)円なら、(nx)円の支払いとなる。
　(3)一人当たりの使用料の額について
　　①1）項の検討結果にもよるが、当面は(100円／一人)とする。(1～2)年運用後見直す。
　　　尚、部屋の広さ及び利用時間等では、例外を除き差別をつけない。
　(4)徴収の方法について
　　①利用日毎の徴収は煩雑となるので、団体毎に参加人員を前もって提出させて、その人数を対象とする。徴収方法は、色々考えられる。
　　②但し、対象人数が、全て参加するとは限らないので、下記のように決める。
　　　・(5～15)人の団体、、500円 　・(16～)人の団体、、1000円、、、ＭＡＸ　1000円で幅広く徴収。
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３、備考
1）数個のサークル活動に参加し、健康維持に努めている人（特にシニア）は、金額にもよるが負担が大きくなり、活動が制限される事に繋がる可能性がある。本件、どの様に対処するか。
2）利用料の徴収は必要と思うが、下記を考慮したリーズナブルな金額設定をお願いしたい。
　(1)公平性と公正性を考える必要はあるが、例外は極力設けない。
　(2)一部屋対象でなく、幅広く利用者一人一人を対象とする（テニスコート等とは、異なる）。
　(3)経費節減の更なる推進（稼働率の低い夜間開放の見直し他）。
　(4)東京都府中市の（公民館＆文化センター）の使用料金について（参考まで）
 　　　　　　     　午前　　　　      午後 　　　　    夜間
 　　　　　    　Ａ　   　 Ｂ　  　 Ａ　  　　 Ｂ   　　Ａ     　　Ｂ
会議室 　　 ３００  　６００    ６００   １２００   ７００   １４００
小会議室　 １５０    ３００    ２００     ４００    ２５０     ５００
講堂 　　　　７００ １４００  １２００   ２４００ １５００   ３０００
　　　注1）(A)は、府中市の登録団体、(B)は、一般団体を意味する。尚、例外は認めていない様だ。
　　　注2）１５人以下の団体は、小会議室で対応可能と考える。小会議室でよいのに、会議室しか空いていない場合、高い使用料を払う羽目になるのは可笑しい。どうするか。
　　　　　前頁の２の2）の(4)の徴収の考え方が良いのでは(？)。

以上

そもそも公民館は戦後の混乱期にＧＨＱがアメリカの教会活動のようなものを想定して、教育庁に指示し、教育庁が条例によって、市民教育のために作らせたと聞いている。
だから　他の地域センター等の施設と意味合いが違う。
公共活動のために公民館を使用するのは問題ないが、本来の目的である市民教育と差別するのはおかしいと思う。
現状　施設の利用料が徴収されると当然個人の負担は多少なりとも個人の負担は増えて、少人数のサークルでは解散せざるを得ないサークルも出てくるだろうと思う。
また　殆どのサークルは会員の増強希望を持っていて、増員は市報に頼らざるを得ない状況で、その市報も会員募集欄は以前よりもスペースが小さくなり拡大鏡で見ねばならない位になった。
公共施設の維持費が５億８千万円とのことだが、これが多いか少ないかは個人の見方によるだろう。
ただ　文明の低い人種ほど目に見えないものに費用を高いとみるそうである。
公共施設を利用する人と利用しない人と不公平だという意見は誠に可笑しな意見だ。利用するように仕向けたらよいではないか。
又　それを言ったら公共施設全てに言えることで、きりがないだろう。
昼間の図書館内では週刊誌を前に居眠りをしている人が結構目につくが（男性が多い）公民館の果たす役割の余地はまだまだ大きいと私は思う。
今回の変更案に　「公民館に限り反対」　である。
また　消費税が値上がりして市民が動揺している現状に　増税に便乗するかのような　市民感情を無視したこのような提案は　再考すべきだと思う。

「趣味と娯楽を目的とする団体」と、「地域社会に利益を還元する活動を行っている団体」、ともに、公共性の高い団体であると私は捉えています。
以下に詳しく書きますが、使用料の減免を今までどおり続けてください。
働き方改革って何ですか？豊かな人生とは、収入を得る労働だけでなく、家庭や地域社会、友人とのつながりや、趣味や娯楽も大切だから、企業戦士みたいな働き方はやめましょうね、ってなことだったので
は？
公民館の役割は？生涯教育とは？自ら学ぶ、互いに学ぶことの大切さを忘れていませんか？どんな人（経済的格差、障害の有無、年齢や学歴や出身、経験にとらわれない）も、自分の通いやすい身近な場
所に、学びたいサークルがある、もしくは、仲間を集めて新しいサークルを作ることができるというのは、今、利用していない人にとっても、とっても大事な場だと思います。公平性も充分にあります。
避難所に避難しようとしたホームレスさんが拒否された事件がありました。経済的弱者の方がより避難が必要だったのにねぇ。経済的差別はやめましょう。公民館も同じです。経済的弱者のほうが、人とのつ
ながりも薄くなりがちです。不登校の子どもたち、引きこもりの人たちも。そういう人たちにこそ公民館に来てもらいたいです。
私自身も低年金暮らしなので、会費が上がれば退会せざるを得ません。津田公民館で二つのサークルに入っていますが、一つは、私の役割が大きく、次の会長もまだ育っていない現状で、下手をすると、
サークル自身がなくなる可能性が高い。こういう会に入りたいとこれから思う人も、一から作り上げていかねばなりません。地域の文化の灯が一つ消えるということです。今、高齢化の波が公民館利用団体に
押し寄せています。
それだけでも存続可能か、皆さんが頭を悩ませています。会費は各団体が決めるもので、入会者はそれを参考に選ぶわけですが、公民館自身は、社会教育の場であり、公教育でもあります。
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原則無料がしかるべきです。土台部分があがっては、どの団体も存続危機に陥るのでは？。何かねぇ、自分が貧乏人だから門前払いされているって感じがするよ。
若い人がもっと参加してくださるといいのに・・・
自分の若いころは、仕事もしながら、いろんな学習や趣味の活動をしていました。その仲間の中で、友人ができたり、恋愛・結婚に至った人もいました。今、夜の利用状況はどうでしょうか？「出会いがない」と
嘆く若者が多いとか。少子化にも直結する問題です。
働き方がおかしいから、若者に余裕がなくなっているのだと思います。ので、若者の参加が少ない。公民館祭りなども相当高齢者が無理をして頑張っていますが、いつまでも続けられるのか、先行きが不安
です。
社会問題と絡んでいるので、簡単には解決できませんが、公民館が機能しないとますます暮しづらい社会になるのは確実だと思います。
まずは、公民館利用者自身ももっと若い人たちや公民館未利用者に気楽に参加してもらえるよう努力しましょう。利用者の中にはサークル運営にかかわりたがらない人もいます。数は少ないですけれど、お
任せ主義というか、批判だけする人とか。（それも今の社会の反映かな）。広報で募集をするとか、見学の際の対応とかも工夫する余地があるのでは？サークルの仲間だけで楽しむのではなく、その楽しさを
もっと伝えていく必要があると思います。
公民館職員からの働きかけとかが足りないのかもしれません。サークルの自主性を尊重すると同時に、活動内容や問題点、現状を市役所にいる職員さんと違って、日常顔を合わせているのですから、ある
程度はつかんでいると思います。
アドヴァイスとか、欲しいですねぇ。そういう専門性はお持ちのはず。非正規雇用では無理かもしれませんが・・・
サークル同士の横のつながりも祭りの時だけでなく、あるといいですねぇ
福生市に住んでいるときは、音楽愛好者連絡会が中心になって、合同演奏会を実施、その延長で、市と市民による「第九」の演奏会もやりました。その後も一般市民対象の合唱講座付き演奏会が開かれて
いるそうです。
小平市でも公共性や公正性を高めるために、普段公民館を利用していない人を取り込む努力・工夫をしませんか？
津田公民館では、主催団体の一員としての利用ですが、他の集会施設については、ただの個人参加者として、たまに出かけてはいます。たぶん社会教育団体が主催者なのでは？会場の空きとか、場所の
都合で、公民館以外を利用しているのだろうと・・・本当は各施設ごとの利用目的は異なるのだろうと思いますが、利用者が社会教育団体なら、それも原則無料だと思います。

『集会施設などの利用者負担の見直しについて』をテーマとした市民意見交換会の意見を求める設問の文言がとても分かりにくく（普段の生活であまり使わない文言なので）、さらにそのことについての考え
を求められても、「特に考えていない」ことなので、設問に答えることができませんでした。
ただ、集会施設の利用者負担は必要と感じました。その際、利用する団体ごとに区分をして使用料を減額（若しくは免除）すると、公平性を確保することが難しくなると思います。施設を利用するということは、
建物を利用するとともに、照明や冷暖房を使うことになるので、同じように費用はかかると思います。設問の中にたびたび『公共性の高い団体』と出てきますが、それらの団体も趣味の団体もどちらも市民税
を納めている同じ市民であるわけですから、そういう意味では区別することが難しいと思います。ただ、やりたくてやっているわけではない団体（例えば年ごとに当番として役員が回ってくる自治会のような）な
どは、宴会等以外の会議については免除されてもよいのかもしれません。（それに対して同じグループの中には、「同じ市民なのだし、会費を集めているのだから一律に徴収した方がいい」との意見もありま
す。）
そして最後に、使用料金がどの程度になるのかが、目安すら示されていなかったので非常に心配です。利用させていただいている私たちのグループも結成から20年以上が経ち、みなさんそれなりの年齢とな
り、さらに消費税も上がる中、趣味を何とか続けている現状です。そんな中、使用料金が高額になれば、負担が大きくなり継続が危ぶまれるようなことになりかねません。その辺のことも十分ご考慮いただけ
たらと思います。

「集会施設などの使用料について、新たな免除方法等を検討するための、ご意見をお聞かせください」にたいし、意見を述べます。
１．先ず「ご協力のお願い」の文中に、
・「利用料の負担の見直しにより、施設を利用される方には新たなご負担をいただくことになりますが、」とありますが、
・施設の利用者への新たな負担は、すべての市民の新たな負担に関わるものであり、これまで小平市が実施してきたことを、根本的かつ質的に変更するものです。
→その意味では、このことは、市長をはじめ小平市政と市民との民主主義に関する、基本的で根本的な問題です。これらのことを実施するのであれば、市長を望む候補者は市長選挙でこのことを最優先して
対応すべきと考えます。
・この４月に実施した全ての市民に新たな負担を求める「家庭ごみの有料化」も、公の場で市民に民意を問う過程を踏んでいないなど、残念ながら、最近、この種の傾向が散見します。
→「．．．新たなご負担をいただくことになりますが、」と、市民の負担を前提に、意見を求めていることに、先ずは、承諾、納得するわけにはいきません。
→新たな負担を求めることは、どこで決まったのでしょうか。
庁舎内トップ集団が決めたとしても、そんな民意を市民は市の職員に委託をしていません。
→「公共施設マネジメント計画」の第一期は２０２６年までの計画ですので、その間に市民にその民意を問う必要があると考えます。
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２．施設を利用される方に、新たな負担を求める理由に、２つあげております。
・その１つは、「公共施設の維持管理費を利用する方に負担を求める」ことと、２つには、「今後は、施設を利用する方と利用しない方との負担の公平性の観点からの施設の利用は原則有料とする原点に立
ち、」現行の免除規定を見直す、としています。
→一つ目を理由にすることは、ある程度、理解できるのですが、２つ目を理由にあげることには、市民感覚からは完全に逸脱した、全く理解できない理由です。
→「計画」でも「公共施設とは、税金で建てられた運営されている建物」とし、施設を利用する方も、利用しない方も、納めた税金で運営されており、負担の公平性は保たれているのです。
・しかも、問題なことは、施設を利用する方と利用しない方との”負担の公平性の観点”から、施設の利用は”原則有料とするのは原点”である、という認識です。
・この”負担の公平性の観点”が、市長をはじめ市政の職員の意向ではなく、本当に市民の民意であるというのであれば、集会施設に限定せず、すべての公共施設を対象に検討すべきです。公共施設であ
る、公園は、運動施設は、体育館は、図書館は、駐車場や駐輪場は、公共トイレは．．．などなどその対象はたくさんあることになりますが、公共トイレでいえば、市役所内のトイレをいつも使うのは市の職員、
市民はたまに使うのみ、これが負担の公平性に欠けるというのなら、極論ですが、先ずは市役所内のトイレを利用する方々の利用料の負担を求めることから始めることにもなるのでしょうか？
→これらのもとからも、”負担の公平性の観点”を、利用料負担の根拠にすべきでないと考えます。
３．最も大切なことは、市長と市職員が尊重しなければならない”条例”との関係です。
私は、現行の「免除規定」を実施し維持してきたことは、小平市自治基本条例に基づき、市民の参加と協働という自治の基本理念を実施してきていることにある、と認識しております。
→この「公共施設の受益者負担の原則の明確化」＝使用の有料化は、
・「小平市自治基本条例」の「第５章コミュニティ活動」
（コミュニティ活動）
第１５条「市民等は、市内のそれぞれの地域において住みよい地域社会を築くことを目的として、当該基盤とする、又は当該目的のために活動する組織又は集団によるまちづくり活動（以下「コミュニティ活
動」というを行うことができる」
（コミュニティ活動への支援）
・第１６条「市は、コミュニティ活動の役割及び自主性を尊重し、必要な支援を行うものとする」
→これらの規定に明確に反するもので、
地域の方々のコミュニティ活動の破壊そのもの！で、全く賛同できるものではありません。
４．以上の理由から、私は現行の「免除規定」の継続を望みます。
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私共の居住地区花小金井北東部（花小金井3丁目）付近には、かなり古びた花小金井北公民館と、花小金井北地域センター（どちらも小規模だし、高齢者が歩いていくには大変な距離）しかなく、公園も住宅
の陰にある小さなものしかありません。乳幼児健診が行われる健康センターへも、子連れ徒歩30分後花小金井駅から電車を乗り継いでいかねばならず、小さい子供を持つ住民が子育てしやすい場所とは言
えません。大昔に、近くを通るバス運行も不採算から廃止され、現在は一番近いバス停へも徒歩15分以上かかります。（車や自転車を使えない住民は大変です。将来の人口減少が心配されるくらいです。）

数年前にやっと近くの都営住宅の中に、さわやか館ができて初めて乳幼児も他の子供たちと遊べるようになりました。それまでは、隣接の東久留米市に多い児童館や公園を何度も利用していました。小平市
役所の近くの元気村おがわ東などで乳幼児向けの良い催し事があっても遠くて行けません。それは御高齢の方々も同じで、花小金井武道館は若い人向けが多いようですし、さわやか館でたまに高齢者向け
の体操をしてもらえるくらいのようですが、都営住宅の人達向けでしょうか、近隣他地域への知名度はほとんどないようです。

図書館も遠くて、60年間当地に居住していますが、一度も利用したことがありません。なかまちテラスとかいう、有名デザイナー設計の図書館(?)がやはり市役所近くにできたとかいうのを市報で読んだ際に
は、小平市ってお金持ちなんだなと思いましたが、遠くて行けない私共には無関係で、まるで他市の出来事のように感じました。（公共施設は安全なら質素でいいはずですから、市中心部から遠い住民には
評判は良くありません。当地からは多分東久留米図書館の方が自転車で行きやすいくらいかもしれませんが、あちらは規模は大きい感じですが、建物自体はごく普通の質素なものです。）

このような状況下で公共施設の利用と言えば、数年に一度当番になる自治会の役員会で何度か利用するだけなので、詳しいことは分かりかねますが、ごみ収集が有料化してまだ1年もたたないうちに公共
施設使用料の実質有料化と聞けば、あまり良い印象ではありません。それに家の近くには前述のように古びた小規模公共施設しかないものですから、なんと毎年6億円近い年間維持費に市民の血税が使わ
れているとは！驚き以外の何物でもありません。まず、どこの施設でいくら使われているのか知りたい心情です。

かと言って、利用頻度による「格差」是正のために利用料の値上げをするとは、あまりにも後ろ向きなやり方ではありませんか。それではかえって利用が減って値上げしても大した増収にはならない気がしま
す。このような場合には、もっと前向きに積極的な解決方法を探るセンスが欠かせないのではありませんか。「利用団体の特性（属性）」などと小難しいことを定義している前に、もっと早くから市民の声を聴く
べきでした。端的に言えば、まず無駄をなくす。次に収入を増やす積極策を考える必要があります。
利用内容による細かい「区分」分けについては、手間がかかりすぎるのと、内容が流動的であるはずなので、現実的とは思えません。「区分」はある程度大まかな分け方でいいでしょう。例えば、市民感覚で
は自治会などの公的使用に際しても、冷暖房光熱費程度の負担であれば協力できるでしょうから、まず今まで免除だった公的団体等から経費1回200円程度、親睦会利用には私的利用程度を、少しでも趣
味の要素が含まれる集会には1回300円か400円程度を負担してもらう（全体で300円前後なら個人負担分はさほど大きくない。）。さらに、「施設存続のために御協力ください。」と表示した募金箱を置くなど、
初めはソフトなやり方から入った方がいいのではないでしょうか。

また、数少ない地域センター利用時でも気づくことはあります。利用時間の分け方が、午前の3時間は良いとしても、午後4時間、夜4時間単位では長すぎます。自治会役員会でも毎回約2時間もあれば終わり
ます。4時間も続けるはずもないのに、いつも午後の部の予約では、あまりの2時間を他に利用したい人達がいるのではないかと気にかかります。2時間単位にして、葬儀などで長く使いたい場合には、2コマ
予約すればいいはずです。午前でも、9時から1時間だけラジオ体操などという使い方もあるでしょう。

さらに、主催者による私塾的なものでも、月謝3000円前後の廉価な講座なら、市民が家の近くで安価で親しめるという利点もあるし、施設の有効利用の意味で収入を増やすことが少しはできるでしょう。現に
他地域（都内）などでは、参加者が半数以上市、区民であることなどを条件に、1回いくら（600円程度）で自由に参加できるようなやり方もしていて、好評なようです。このような場合は、主催者から月単位で、
私的利用程度（利用人数が多い場合にはやや高い程度）の料金をもらえばいいでしょう。

それにしても、管理人さんが1人しかいないのでは、今でも電話がかかると、用がある人は待っていなければならないし、施設の掃除や外回りの草むしりまでしておられるようで、「予約時間」が細分化されると
なるとそれだけでも少し大変かもしれません。さらに利用料金の領収作業が増えたら、仕事が増えてできやしないでしょう。予約受付は市でするとか、月単位の利用や料金1000円以上の利用には市の方に
支払いをしてもらって領収書と支払い済み証明がついたものを出してもらい、証明書のみを管理人さんが確認して書類に貼るくらい、低額利用料の場合のみ窓口で管理人さんが受け付けるくらいしかできな
いでしょう。本当は、券売機を置いてレシートを窓口に提出する、くらいがいいのですが（都内ではそのような例もあるようです。）。
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図書館にしても、以前「人気のあるケース入りの時代物全集（まだ古くない）」の処分時に寄付しようとして電話しても、面倒がられただけだったので止めました。不要家具などはリサイクルシステムもあるよう
ですから、不要本もよさそうなものは受け取って、図書購入費を節約するとか、不要なものはリサイクルセンターで売る等々、財政が厳しいのならもう少し工夫してみてから値上げを考えてほしいものです。最
近では、所得税よりも住民税の方が割高な印象を受けている重税感を感じている国民も多いようです。また、小金井市など職員の高額給与が問題とされる例も結構報道されています。さらに、国による人気
取り的経済対策ばかり声高に宣伝されていますが、実際の一般社会では、バブル崩壊後もう20年以上も賃金は上がらずに「社会保障費や税金（含む消費税）」ばかり上がって実質マイナスレベルの生活をこ
れまでは強いられているのです。税金の使途に敏感にならざるを得ないのも無理ありません。「地方公務員よりも賃金の低い市民も多い」ことを常に考慮していただく必要はあるでしょう。

今後、主催者のいる私塾的利用を促進させるといっても限界もあるでしょうし、急に多額の収入を得られるはずはないでしょう。しかし、市民に支持されずに出入の少ない公的施設も問題ではありませんか。
小規模地域センターでも、語学や、大人向け書道（水回りの汚れは少ない）、太極拳（騒音は少ない）などは、和、洋室でできますし、高齢者向け体操、ヨガなどは和室の方が向いている可能性もあるので、こ
の際「娯楽室」などの限定使用的呼称も改めた方がいいかもしれません。第一、第二洋室、第一、第二和室、遊戯室も第三洋室などで問題ないように感じますが。

花小金井北地域センターでは、たまに遊戯室で卓球をしている子供は見かけますが、絵本コーナーやその隣のコーナー（積み木やブロックなどの最低必須玩具もないようですし、何に使われているかは不
明）は、狭いせいか小さい子供も見かけたことがありません。十一小そばのさわやか館では、午前中は保母さんレベルの方もいて、乳幼児児童についての相談や遊ばせをしてもらえる日もあります。午後
は、体育館のようなところで時間決めで高学年児童に球技的な遊ばせもさせてくれる日があるようですから、子供達にはそちらの方がいいのかもしれません（でも、高齢者向けには、電磁マッサージ器のよう
なものが2台あるだけですし、たまに体操教室がある程度でしょう。）。
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